
薬事  
■ 食品衛生審議会食品衛生分科会  

乳肉水産食品部会  
議事次第  

日時：平成21年8月19日（水）  

16：00～17：00  

場所：厚生労働省 共用第7会議室  

1．開会  

2．議題   

（1） 乳等省令の取り扱いについて   

・（社）日本乳業協会からの要望   

・（社）全国はっ酵乳乳酸菌飲料協会からの要望   

・全国山羊ネットワーク及び（社）畜産技術協会からの要望  

（2） 食品・添加物等の規格基準の取り扱いについて  

・（財）機能水研究振興財団からの要望  

（3） その他  

3．閉会   



薬事食品衛生審議会乳肉水産食品部会における検討事項  

1．乳等省令の見直しについて  

＜（社）日本乳業協会からの要望＞  

（1）乳製品の定義の拡大   

（2）成分調整牛乳等の成分規格（比重及び酸度）の見直し   

（3）脱脂濃縮乳のたんばく質量調整を認めること   

（4）乳飲料の成分規格に乳固形分の規定を新設すること   

（5）乳幼児のための液状調整乳の規定を新設すること  

＜（社）全国はっ酵乳乳酸菌飲料協会からの要望＞   

（6）加熱殺菌工程を経た発酵乳の乳酸菌数の規定の免除  

＜全国山羊ネットワーク及び（社）畜産技術協会からの要望＞   

（7）殺菌山羊乳の成分規格（乳脂肪分、無脂乳固形分）の見直し  

2．食品、添加物等の規格基準の見直しについて  

＜（財）機能水研究振興財団からの要望＞  

生食用鮮魚介類、生食用かき、生食用冷凍鮮魚介類の加エに当たり、次亜  

塩素酸水の使用を認めること   



（配付資料）  

【（社）日本乳業協会からの要望】  

資料1 食品衛生法に基づく乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の改正に関  

する要望  

【（社）全国はっ酵乳乳酸菌飲料協会からの要望】  
資料2  乳等省令に殺菌タイプ発酵乳（仮称）の追加の要望  

【全国山羊ネットワーク及び（社）畜産技術協会からの要望】  

山羊生産の現状と今後の方向（全国山羊ネットワーク  

殺菌山羊乳の乳質基準改正に関する要望書（全国山羊ネットワーク）  

殺菌山羊乳の成分規格改正に関する要望書（（社）畜産技術協会）  

山羊乳に関する現況  

山羊の乳量、乳質における個体差とそれらに影響を及ぼす要因（（独）  

家畜改良センター十勝牧場）  

山羊乳における比重及び酸度に係る基準について（（独）家畜改良セ  

ンター十勝牧場）  

資料3－1  
資料3－2  

資料3－3  

資料3－4  

資料3－5  

資料3－6  

【（財）機能水研究振興財団からの要望】  

生食用鮮魚介類の加工への次亜塩素酸水の使用に関する要望書  

次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムの同類性に関する資料  

新しい殺菌・酸性電解水  

次亜塩素酸水の食品添加物指定に関連する資料  

資料4－1  

資料4－2  

資料4－3  

資料4－4  

【参考資料】  

参考資料1  

参考資料2  

（社）日本乳業協会からの要望に該当する乳等省令の抜粋  

（社）全国はっ酵乳乳酸菌飲料協会からの要望に該当する乳等省令の  

抜粋  

全国山羊ネットワーク及び（社）畜産技術協会からの要望に該当する  参考資料3  

乳等省令の抜粋  

参考資料4 （財）機能水研究振興財団からの要望に害する食品・添加物等の規  

格基準等の抜粋   
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レ駕藩じやノ享かり  

平成21年4月13日  
㍉ノリ  

厚生労働大臣  

舛添 要一 様   

社団法人日本乳業協会  

会長 浅野茂  

食品衛生法に基づく乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の改正に関する要望   

乳等食品の安全性確保につきましては、常日頃からご指導を賜り感謝申し上げます。   

さて、当協会といたしましては、常日頃、食品衛生法に基づく安全で衛生的な乳及び乳  

製品を消費者に提供することが最重要との考えから事業を進めておりますが、近年の乳及  

び乳製品の多様化、製造技術の進展、流通形態の変化等から現行の食品衛生法（昭和22年浜  

律第233号）に基づく「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和26年厚生省令第52  

号）（以下「乳等省令」という）」では対応できない事例が出てまいりましたので下記につき、  

乳等省令を改正されますよう要望いたします。  

記  

1 「乳製品」の定義について   

現行乳等省令上の「乳製品」の定義については個別の製品について規定されているが、  

乳を原材料とする食品は、製造技術の進展等により、別添1のとおり乳成分から構成され  

る食品でありながら「乳製品」の定義に当てはまらない製品が製造されている実態があり  

ます。   

これらの食品は「乳製品」と表示できず、「乳等を主要原料とする食品」に分類されてい  

るため、「乳製品（アイスクリーム、調製粉乳、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料を除く）を  

調合し、加工し、又は乳成分のみで構成されるもの若しくはこれらからミネラル等微量成  

分を除去したもの」についても「乳製品」の定義に含まれるようにしていただきたい。  

2 「成分調整牛乳」等の成分規格（比重および酸度）の見直しについて   

成分調整牛乳の酸度並びに低脂肪牛乳及び無脂肪牛乳の比重について、乳等省令に基づ  

き適正に処理したものを測定した結果及びこれらの数値から推定した結果、別添2のとお  

り同省令の成分規格に適合しない実態があるので、成分調整牛乳の酸度について現行  

「0．18％以下」を「0．21％以下」に、低脂肪牛乳の比重の上限について現行「1．036」を「1．039」  

に、無脂肪牛乳の比重について現行「1．032－1．03鋸 を「1．030－1．0531」に改めていただ  

きたい。   



3 「脱脂濱縮乳」のたんばく質草調整について   

脱脂粉乳については、たんばく質量の調整のため乳糖及び生乳、牛乳、特別牛乳、成分  

調整牛乳、低脂肪牛乳又は無月旨肪牛乳からろ過により得られたものの使用が認められてい  

るが、脱脂漠縮乳についてはそれらの使用が認められていません。   

流通形態の変化から脱脂粉乳の乾燥前の形態である脱脂濃縮乳の流通が増えてきており、  

脱脂粉乳同様、たんばく質量の調整が必要となってきていることから、脱脂濃縮乳に乳糖  

及び生乳、牛乳、特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳又は無脂肪牛乳からろ過により得  

られたものによるたんばく質量の調整を認めていただきたい。  

4 乳飲料の成分規格に乳固形分の規定を設けることについて   

乳飲料については成分規格として乳固形分の規定はないが、清涼飲料水と区別する必要  

から乳固形分3％以上のものを乳飲料として取り扱っている実態があるのでこれを乳等省  

令で明確に規定していただきたい。  

5 乳幼児のための調製液状乳について   

乳幼児のための食品として、乳等省令では調製粉乳が規定されているが、消費者の利便  

を考慮して調製粉乳と同様に調製液状乳の規定を設けていただきたい。   

この場合、保存の方法の基準として10℃以下で流通するものと、常温で流通するもの  

を認めていただきたい。  

以上  

2   



別添1乳製品に該当しない乳を原材料とする食品  

説明   具体例   製造方法例の説明   

③液状乳製品と粉状乳製品の混合晶  加エエ程で液状の乳製品と粉状の乳製品を調合することも調  
合の範晴に含めていただきたい。現状は不可  

これらを加エ  
したもの  の）   

乳成分のみ  q）乳からろ過により得られたもの（濃縮  ①乳たんばく質をろ過により分離・濃縮した濃紺乳や、これを  脱脂乳を限外濾過膜に通して得た保持液（乳たんばく質が濃縮されたも   
で構成される  液、透過液）、若しくはこれらを噴霧乾  噴霧乾燥したもの（MPC：ミルクたんばく温拍物）   の）を膿縮する又は乾燥する   
もの   煉したもの。   ②乳からろ過により得られた乳清から得られた、ホエイバウ  

ダーおよぴたんばく質濃縮ホエイ／くウダー   

②ホエイからろ過、イオン交換、固液分  ①ホエイたんばく質濃縮物（WPC）   ホエイを限外濾過旗に通して得られた保持液（ホエイたんばく質が濃紺さ  

られたもの   
②ホエイたんばく質単難物（WP【）  

地点乾燥する  

全量濃痴て乾燥する     ホエイを限外濾過膜に通して得られた遠退液（ホエイたんばく質が除去さ  

⑨ミネラル濃縮ホエイ（ミルクカルシウム）  れたもの）を浪錨し、乳糖を結晶化して除去し、ミネラル分が濃庸された宮  

∠ゝ燻る  
④乳糖   ホ工イを限外減退様に通して得られた透過液（ホエイたんばく賞が除去さ  

れたもの）を濃縮し、乳舷を結晶化して精製する  
（診その他   

①カゼイン   
脱脂乳に酸やレンネットを添加して分離後得られたカゼインカードを乾燥  
する  

云謹直蚕オン交換膿に通して分画亡て椙る  

空喜亘⊆フェーン      絆劣レ幣法諺移＿） （勤ホエイ  クリームのチ チーズホエイ液   
これらからミ  （D吸着樹脂等によリビタミン（Bl、β2等）を除去した脱脂粉乳  脱脂粉乳の製造工程中で、脱脂乳を吸着樹脂に通し、ビタミン類を除去  
ネラル等微  後、殺菌・乾燥する  
最成分を除  イオン交換菅澗蔚≡印塩類を調整した粉乳   乳をイン交換樹脂、イオン交換膜、若しくはナノ万両に通し、ミネラル  
去したもの  を除去し、これを唄斉乾燥する  

その他  バターミルクを加エしたもの   バターミルク   バターミルクを殺菌する  
加糖濃縮／くターミルク   ／くターミルクにしょ糖を加えて濃縮する  

チーズホエイを加エしたもの   加糖濃縮チーズホエイ   
乳を乳酸菌で発酵させ、又は酵素若しくは酸を加えてできた乳清にしよ瑞  
を加えて法相する  

発酵乳を加エしたもの   発酵乳パウダー   発誤字しを未殺腐或いは殺菌し、籾末化したもの  



別添2 成分調整牛乳等の成分規格の検討  

1 成分調整牛乳等の乳組成と酸度  

NF腫遣縮時の酸度データ  

1．サンプル作成  
①サンプルは生乳をNF膜を通し、固形分12．5％程度まで演締して牛乳類のサンプルを作  
成．  

⑳実用上の最大膜濃縮効率と風味を考慮して、生乳のM人Ⅹ浪縮度を1．6倍程度く固形分 約  
14％）までを想定し、脱脂粉乳の添加によりSNF強化の牛乳類のモデルサンプルを作成。   

①及び②について酸度を測定した。  

乳組成（％）  乳添加のSNF強化モアル．  

FAT  SⅣF   低脂肪、無脂肪についても同じ。       TS  酸度（％）   
成  1．90  8．80  10．70  0．122  
分  l．70  臥90  10．60  0．122  
綱  
艶  3．00  11．60  14．60   
牛  3．00  12．70  15．70   
乳  3．00  14．00  17．Ob  0．205   
低  0．90  9．00  9．90  0．122  
脂  1．30  9．10  10．40  0．124  
肪  l．00  9．1（I  10．10  0．124  
牛  1．00  12．70  13．70  0．179  
乳                                      1．00  14．80  15．00  0．203   

無  0．40  9．20  9．60  0．127  
脂  0．40  10．25  】0．65  0．141  
見方  0．40  10．68  11．08  0．146  
牛  0．40  1ヱ．70  13．10  0．178  
乳  0，40  14．00  14．40  0．199   

2．結果  

Fa t SNF  比  
牛乳（ゾ㌣シ■－）3．班以上 8．0％以上l．028－1．036 0．20％以下   

成分調整牛乳  －  8．0％以上  －  0．18％以下  
低脂肪牛乳0．5－1．5％8．硝以上l．α旺卜1皿6 0．18％以下  

0．1舐以下   無脂肪牛乳0．5％未満 8．0％以上l．03ト1．∽8  

3．結論  
SNFと酸度との回帰式  

酸度＝0．0157×SVF－づ．0187  

から計算すると、  
SNFが14．0％（→肝8．澗を1．6信濃縮）の時は酸度が0．2011％となる。   
従って、  

宕全重層月て酸度の上限は0．21％と考えられるr． 



別添2 成分調整牛乳等の成分規格の検討  

2 市販成分調整牛乳等のSNF（無脂乳固形分）と酸度  

各社牛乳等の成分調査からの推定酸度  （明治、森永、メグ、タカナシ、よつ葉、四臥羅山）  

下表に示すとおり、  

乳で高々0．17％が推定された。  

これらのグラフ（別添2図1牛乳類の酸度）から、  
酸度の上限！ま0．21％とすれば十分であると考えられる【  

種類別   製造日  
当該製品に便用した生乳 l  

F白ば％ F作 ）lsN）l比重（15℃M推定数唐I F如梢）】sNF【ヽ1此雷r150cl   
1：成分調整牛乳（涙処理なし）  最大   3．3000  9．0900  l．035之  0．12ヰ0  4．柑8ひ  8．9600  l．0330  

最小   1．660D  8．5700  1．032l  0．1158  3．8000  8．5400  1．0310  
06．12－07．01                                    平均   1．9347  8．8882  1．D337  0．1208  3．9588  8．了465  t．0324  

n   97   9了   97  97   97   7l  
標準偏差  0．3322  D．09a8  0，0008  0．t292  0．0800  0．脇86  
上側30‾  乙93】4  9．柑47  1．036l  0．1255  4．3472  8．9864  l．03引  
下1則3J  0．9381  8．59I8  l．0313  0．1162  3．5720  8．506＄  1．0307   

1：成分調整牛乳（腹処理あり）  4．70Ⅸ】  11．73∝l  1．044】  0．】655  5．4480  9．5200  t．0351  
最小   3．0000  9．04∝）  1，0336  0．1232  3．8300  8．6800  1．0325  

08．0巨88．12   3．5839  10．6614  】．0398  0．】487  4．486g  9，0653  l＿0337  

rl   85   85   85  且5   85   85  
標準偏毒  l ¢．6ユ†6t l．186g   1 0．∝甚ヰ  0．468510．2a811 0．0006  
上側8ロ■  1 5．4786114．柑2t   l ●・  0．2036  5．8724  9．779了  1．0356  
下側3（7  1．68921 丁．用07   1．0264  0．0937  3．06】4  8．350！l11．0318  

2．低脂肪牛乳  最大   1，500〔I  9．3208  1，0380  仇1276  4．36【氾  9．0000  1．0335  
最小   0．8了00  8．7600  1．0328  0．1188  3．9000  8．ヰ700  l．0315  

06．12－07．01                                    平均   1．24D2  9，0ヰ60  1．0344  0．1283  4．0918  8．7525  t．0：126  
n   †21   121   121  121   121   8S  
標準偏差  0．2091  8．1162  0．0008  0．1038  0．0909  0．0004  
上側3J  l．8673  g．3947  1．0369  0．1288  4．ヰ030  9．B25Z  l．0339  
下側3J  D．6130  8．6g74  1．0319  0．1け8  3．7801  8．4798  1．0313   

2．低脂肪牛乳（ジャージー種）  t．0000  10．0500  1．0385  0．1391  5．3100  9．ヰ900  l．0351  
最小   0．gOOO  乱4700  1．0388  0．1300  4．6200  9．0900  1．0335  

¢6．03一っ8．12   0．さ183  9．6913  1．03了了  0．†335  4．9187  9．299亡〉  1．0343  
h   3t）   30   30  30   ユ0   30  
標準傾茸1 0．83821 0．13831 D．0004  0．2072】 0．10‘‖    0．00【）3  

上側3J11．OJ8tIlO，IO9211．0390     0．14001 5．5482】9．61了2    1．0353  
下側3αI o．80361 9－2丁341I．0363     0．12691 4．297118．9808    1．0333  

3．無脂肪牛乳（膜処理あり＋なし）  最大   0．050D  10．68∝）  1．8480  0，川gO  4．168D  8．890【】  1．0330   
最小   0．0】00  9．2000  t．03引  0．1257  3．8080  8．5600  1．0310  

08．t2一勺7．0l                   平均   0．D275  10．2519  1．0421  0．1423  3．81柑  8．7168  1．ロ323  

∩   68  68  68  68   88   68  
環準偏差1 0月107t O．5028    8．0031 0．1∝）9t 8月749t O．0005  
上側30■1 0．05961＝．了605    l，05311 0．用591 4．214618．8412     1．033且  
下側きJ  －0」〕0461 さ．743ヰ   1．03111 8．11881 3．609218A92（】     1．0308   

以上   
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乳等省令成分規格  
牛乳（ゾヤーシ†一0．20％以下  

成分調整牛乳0．18％以下  
ヒボ  

無脂肪乳   0．18％以下   

匪郡咽   
蕪P   ロ   

ロ  

≡≡≡≡㌍  
□  

□  
06．12－07．01  06．12－0丁．0   1  06．12－07．01  06．D3－06．12  08．12－07．01   

サンプル数；97  サンプル凱85  サンデル軋1之1t  サンブル軌｝0  サンプル数；68   

（膜処理あり及びなし）   （ジャージー種）  
（膜処理あり）  （膜処理なし）   

別添2図1牛乳類の酸度（回帰式による推定値）  



l  

覇業雷’ 
▼  回  

Im＋3α（標準傭】   ■■●l■   

E亘毒亙】  

正司  

▲  

国 ［王壷ヨ  周章臨  ■  
■  

1．0344  
■   

●  

t  

■  

匹壷］  

■  

t  

［王道ヨ  

■ ▼  

06．12－07．01▼  06．03－06．12  06．12－07．01  

サンプル数；121l  サンプル数；30  サンプル数；68   

低脂肪牛乳   
（ジャージー種）  

別添2 図2種類別低脂肪牛乳及び無脂肪牛乳における比重（15℃）の変動  

①低脂肪牛乳の比重成分規格は、「1．030－1．036」を「1．030－1．0390」とする。  
②無脂肪牛乳の比重成分規格は、「1．032－1．038」をrl．030－1．0531」とする。  
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はっ酵乳協21発第3号  

平成21年4月10日  

乳等省令に殺菌タイプ発酵乳（仮称）の追加の要望  

1．はじめに   

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（以下乳等省令という）の別表二の  

（三）「乳製品の成分規格並びに製造及び保存の基準」中に「（23）発酵乳」の規  

格基準が設定されているが、殺菌タイプ発酵乳は規格化がなされていない。   

一方、国際食品規格（コーデックス規格）には、その適用囁囲の中で「発酵乳  

類とは、加熱処理発酵乳、濃緑発酵乳及びこれらの製品からなる複合乳製品をい   

う」と規定され，外国ではすでに市場に流通している。（別添資料参照）  

2，要望の理由   

発酵乳製品にバリエーションを持たせ、発酵乳市場の拡大、発展等を図る。  

3．発酵乳の成分規格等の変更について  

（1）乳等省令別表二の（三）中、（24）乳酸菌飲料（無脂乳固形分3％以上の  

もの）の「1成分規格」に定める「ただし書き」を（23）発酵乳の「1  

成分規格」中に追加する。  

（2）乳等省令第7粂第2項「三乳製品」のルに「殺菌した発酵乳」を追加す  

る。  

以 上   



・コーデックス発酵乳規格（最新版）  
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1   CてIdexStandard2ヰ3・之DO3  

CODEXSTANDARDfOR醐NTED加ⅡLXS  
Cαa毘訂ぷ℃血V2イユJ戯け   

l． SCOrE  

ThisstaJldardappliesto鈷ⅢentedJniJks，thatisFビ［皿entedMiLkinclu血g，HeatTreatedFemlCntCd  
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bTeatedafter良皿entadonthere4uiremenlfbrviablemicroorganismsdoesnotapp】yl  

C出血Fm田上慮旭はふa咋血打払鹿丘旺d吋叩Cd鮎st血訂mltu8伺恨ed知ー勉me山鵬DnaS  
fb蝕）WS：  

YゆⅦ正三  野mbidG G山一¢S Of伽印加。CCび鮎間甲肋ざ独d血cゎあ8CfJ！舶  
ゐ肋ec財7組もsp．ゐ〝な甜死恥  

Akαn血Clllt肝eYo鈎nTt：C止血8Sぱ盈ア申加ロCC舶伽m呼鋸血ざ袖d呵血cfo毎c肋β甲EGi尊・  
ノkidop旭Ⅵ＄Milk：  加dわ∂郎肋∫α瑚ゐ仏  

独触  St如α¢dhmpI甲訂ed如mkdr鮮血s，上∬Jβ∂灯肋げ材㍍，叩eCiβSOf  
加島mera上e此，〃ロざわら血db甜C仇げ皿dAαねムαC肋・許OWl喝皿a  

skQng印eG脆G柁l鵬0血毎．  

K血鮮血5C。n虞血teも0血hGbs8免竺en血gyeas地厚如礪相即Ce∫  
mαカ都以S）祉d．一Ⅳm・laGbs針氏me8山鳩 ye鮎b 仲ccゐ∬〃加笹eざ  
血中m小知戒肌明購㍑椚血加Ⅶd助‘＝虎卯J，㌍お㌫卸ゆ  

エ♂dD∂餌f〟ぴ ゐ仏r〟edガ sub5p．ろ〝なαわα∫ 弧d 郎卿W抑匹阻  

肋肝血別∽，  

拍l山ys：  

0血訂血訂00堵mims血m血oseconstih血g血8印eC蝕s【血rc山加e（めsp弘i丘d血DVem町be  
8dded＿  

2．ユ CoNCmED万EMmEDMll瓜  

ConcentratedFementedMiIkisaFh閉CedMiik払eprDteinofwhicllhas毎nincrc鮎Cdpriorto  
∝癒er鎚me血吐iontomh血Im5．6％．Concen抽dF6m仇tedM政sbclⅧdestTad誠ondpro血ぬ  
St）ChasStragisto（shiJtSdyoghurt），上・abneh，YTneraTldYle隠  

ユ3 ざ1AVOIJRED官制ⅣrED旭LXS  

F）avoIJredFermezltedMi［ksarecompositem独products，aSdeiinedinSection2・3oftheCod匹  
Gen町alStan血d旬一心Use正D如丁弧S（CODEX訂ÅN206・19野）w最血8Dn血na血mof  
さ0％（血血）ぱ00n－d毎払騨通¢口伝b血田山扇tb6皿d扁nm仙iv¢Ⅳeeten耶，蝕血皿d  
v喝ぬblBSaSWe11asjulCeS，pW喝pulps，pTeParaGDnSandpreservesderiYedtherefr0叫CCreals，  
h山野，血oGOI虞ちn叫，GO脆ちSpicら5aれdo血erh孤Ies5na血al瓜甜0血Ig知○弼卸d血鮎YOu応・Ⅶ8  
non－daizyingrcdientscanbemixediTIPriortoJbraftcrfermeTltalion・  

人ね〆細山加納l肌狐  

2   



CodexStandard2ヰ3－2003  2  

3・ ESSENTIALCOMPOSITIONANDQUALTTYFACTORS  
3．1 RAWMATERIAL岳  

－ MilkamdんrpI℃d11GtSOもt血d血）皿血此．  

■ Potablewatα血r血8uS¢血recons七山donorれ芳OmbiI18tior】．  

3．Z P定RMmED加GREDIRNT＄   

）Starterct）lbmofharmiessmicroorg血ismsincludingthoscsl）eCi右edinSeGtion2；  

■ Sodiu皿血lodde；狐d   

lNoかdaiⅣ血色狩出甜短as】由fdin5cdio皿2．3伊18叩Ⅶ由托皿mtedM批ざ）．  

－ Ge】叡山eむ1dst訂Chh：  

－ fbrnentedmilksheat一晩a（ed血氏rmenta  

一 札ⅣOll托d良皿飢tdmiIk；肌d  

－ が血血皿孤tedmub首pemi比edもynati皿all喝idadoれin血e00皿叫ばsde10仙e  
血d∞nSⅦmer；  

providcdthqyaJ℃addedonlyinamountsfunctionalレnecessaryasgovemedbyGoodMan血ttuh唱  
Ptac丘岱，takiELgintoaccDtlnt叩tLS60fthβStBbilizeES／dlickenefS）is（edinsection4，Thescsubstances  
tnaybeaddedeitherbefbreoraReraddingth¢nOnJaiTyirLgredients．   

3．3 COMアOSITION  

Fer】ne血ted  
Yogbud，Altern丑te  

脚此  
Cultu∫モYoghu止and  Ⅸe五r   拍Ⅷ甲   

A亡idophilu5m臼k  

Mi】kprotein（－〉（％m血）   min．2．7％   minこ2．7％   min．2．7％  

Mi】kねt（％m血）   lessthanlO％   1田S血a皿15％   1ess血mlO％  1ess也anlO％   

苅打abl¢a¢id卸，eXp搾S茫d揖％  
1actic00は（％m血）   

min．0．6％   m血．0，6％  皿h．0．7％   

E血弧01（％vol．／w）  血血0．5％   

Sumofmicmorganisms  
∝肌摘血血g山est訂ter¢山b汀e  

de丘れedhsecdon2．1（成海，h  
min．107   Ⅲh．107   min．王0丁   miれ．107   

toめ  

LabdkdmiGmOI苫皿isms囲  
（C叱total）   

min．10‘   皿h．10d  

Yeasts（c叫g）  min．10ヰ   min．104   

叫】加t血co鵬ぞntis6．3名皿1叫i七d吋ぬeb血喝eld劇ni叫gmdetem血ed．  

靭 App－ies通関aCO血ntdaimis．mad6h山elab8丑山8血tre肋slo鮎pr8粗C80fa甲由鮎  
血甜）Orga血中也er血m仏os8印餌脆d血secliom2．1ぬr・血epmductGO郎em叫血【b出払飢added  
asasupplemenl10也espec脆8細山打Cu加re．   

Ⅰ71F］avouredFc皿CntedMitkstheabovecriteriaapp【ytothe危rnenlcdmilkpart・TLemicrobiological  
Cfiteria（basedontheproportionoffb皿entedmi1kprodtlCt）arevalid叩tOlhedateofminimⅦm  
durd）ilib・．Thisrequircmentdoesnotappb，tOprO血cIsh巳al－heatedaLter鈷mentation．  

CompliancewiththemicrobioIogicalcriteriaspecifiedaboveis bbeveri丘edthroughana輌cal  
tes血goftheproduct血■OughtD“thedateofmit皿dl血buibP’afterthepmduBthasbeenstQred  
皿d訂血8S【on唱8COmdi血nsspe¢道d血也el血e血生．  

3   



CodexStandard2ヰ3－2003  

3－4 E＄SENTIALMANU払mmGCmRACrERISTICS  

吼町爪皿0Vd血r肋m¢nladonisnotpem旭dhlb¢m組曲血搾Of氏me皿tdmilkち6Ⅱepl血r  
C叩C巳ntmtd托mentedMuk（S鮭tion2・2）・   

4  下00DADDImS  
OnJy血oseadditivesclasscsindicatedinthetabl8belowm8ybeusedfortheprodt（CtCategOdes  
印巳占潰eJ・Withineachaddidveclass，anddlemPemid8CCOrdingtothetab）e，Onlythoseindividtlal  
additiveslistcdmaybcuscdandonlywithinthelimilsspccined・  

Inacc。rdaACeWidlSec血n4．lofthcPreanbletotheGeneralStandardfbrFoodAddidves（CODEX  
STANl光一1タタ5），dぷdo血addi丘ves皿町bep℃g¢mtin血e血相U托df故山emt∈d血址sagaIe甜此or  
8any勺Y訂丘omnond血yhg陀dienb・  

FermetltedMilks  FerTrLet）tedMilksHeatTreatedA耗er  
Femen也ti（Ⅲ 

Addidγeda55  plain   刑aY011r亡d   P】血   maYOuI℃d   

Colours  Ⅹ  Ⅹ   

Swee加erS  Ⅹ  Ⅹ   

En山si五e柑  Ⅹ  Ⅹ   

navow6nhanc（∋篤  Ⅹ  Ⅹ   

Acids  Ⅹ   Ⅹ   Ⅹ   

A¢id吋r6即Iators  Ⅹ   Ⅹ   Ⅹ 

StabiliヱB柑   Ⅹl   Ⅹ   Ⅹ   Ⅹ   

ThiGkeners   Ⅹ1   Ⅹ   Ⅹ   Ⅹ   

n℃8erVa仕ve恩  Ⅹ   

Pa¢k喝hggases  Ⅹ   Ⅹ   Ⅹ  

X＝TheusBOfaddihvesbdongLngtOthecIaBSistcclm0lo8iuuyjusdLied・hdleC舶…ffhvoLued  
pl雨じぬ鮎add氾vesa托鹿Gllmlo塵¢amyjusti鮎d山鹿da如匹血m   

－＝TbeⅦeげ且ddiかesbelon由ngto仏¢¢183Sisnotte血1喝ic山中jⅥ51蝕d   

l岩Useis澤S血kd亡Or¢¢OnSdb血n8nd陀∝Ⅲ血in8honandif匹m血dbynadon811亡由51ationin山亡  

COunhyof飴Ie18血e血d∽n飢皿e工・  

AcidityrcgulaLors，COlours，Cn－ulsiL；crs，paCka呈iJl旦皇aSCSandpreservalivcslistedinTablチ30fth？  
GeneralStandardforFoodAdditives（COD玉ⅩSTAN192－1995）arcacceptableforuscinftrnented  
milkpro血cbmte80長盛郎印∝脆edh血○也ble虚耶e・  

耶SN0．  lN孔m℡ロrAddid▼e  油ェimⅦmLゼrel  

A■瓜▼R釘1Ilm嘗  

334  1Tar也血8Cid…  
l …・l －・・  

n   l・●l ‖‖■rl．■  2000m〆k8皿Sb血dc8dd  
刃   Monopot8S5ium血相tE  
わ   Dipotas血爪h血to   

；37  Pot8S5itlmSOdiⅥm如何t8   
155  Adipic acid 

356  ■ ●  ll 二 ■ ■   1500mg／k払aS8dipicadd  
157  Pot婿Si11madi匹b   

159  Amm榔iqmidip8他  

l   



Ct）dexStandard243一之0（I3  

mSN0．   N；lh亡山一AdditiYe   M書ェimuml－eYモ1   

CdDurS  

100（i）   Cl】muJlli8   100m月丑舞   

101（i）   Rjb88avh   
101（勘   鮎h8肌i口5’一両岬画血，SOdium   

300m〆kg  

10ヱ   Tad血¢   300m月丑た   

104   q】ino血¢ydlow   150m一昨只   

110   SⅥ鮎etyellowFCア   300m月収果   

lユ0   Cmhts   150血承只   

1Z之   Azombime   150叫兆民   

124   Ponc朗氾4R   150mg几g   

129   Allひrar（∋dÅC   ユ80m 

量32   Iddi貞P血c   】08爪ぬ   

133  B占lIi且ntb】ueFCF   150∬l少kg   

141ri）   Cbl（】叩Pby】k，COPPerC8mPl¢XeS   

141（ii）   

500m王昨g  
Cblo氾Phylli鴨00耶rCQmplq肛S、∝伯山m8I止p血逼Ⅵm弧梅   

レⅠ3   飴st即抑FCF   100】明朝拍   

150b   CaJ盆mdlトmusd¢餌l飢epro¢ぢS   150m月収貿   

150c   C且r8mdⅢ一仰山Oni8．p個   20叩m副短   

150d   CaramdⅣ－鎚】山8a血mOni8匹0∝馬   2000mき稚魚   

151   Bri11i肌tb】8虎（B】8亡kPN）   150m月丑g   

155   Bmwnm  150m血   

1608の   bob疋∬Ot¢nO（郡山etk）   

1（氾¢   belか卿3、Carol亡爪d   
1001ロガkg  

1石Of   be如押さ●C■mt臼lOica¢札Il持仏ylorcthyl亡St亡r   

1‘Oa（iii）   b8tむC血相t亡n増田血k∫ゐ〃山地婚JⅥ）   

1《lさ（ii）   C血傍．Yqd8ble   600m只此g   

Ⅰ占Ob【け   ，  珊■ ・   ■．一  －・・●   20m月収巳鮎bixin   

I60b（ii）   Amano亡Xlm¢吼p01bi血－b且Sぢd   ● ：主  ● ■   

1丘1叫i）   ■hk止血m物／g∫研C血   158mガkg   

1引好i）   Ze且Xan仙i皿   15t）山血   

lf；3（ii）   Gr8Pe血nexbも¢t   100爪月此R   

172（i）   hhb裏d8，black   
I72（；i）   rrロnO萌r由   l相即l沖g  

172（iii）   lmn00ddモ．ye】10W  

1hl山s汀iel■3  

43ユ   Pdy卿軸l匂l¢PO）馳ねibnm叫dqup也   
433   P凸Iw8仇vl亡nCロの細山ibnmon00lねte   
434   P01yoxγG血ylmc田切∫Orbi†anmo爪Opdmilate   300Om釘k5  

弔5   ・■ ■     仙  ●  ● ●・   

436   P01yo筒■dhylen亡（20）氾血ibn   

4728   Dia㍑ⅣllAぬd8且nd払lⅣaddcstモ円Ordy∝ml   10000m腑旦   

473   Sucro蕩琶lαSO一触lⅣ且ぐi由   500011】月几R   

474   Su8叫只1yc¢dde5   50ひOln扉k免   

475   Poll管tYO亡mle無rSOr伽ty且Cids   200Dm財kg   

477   PIOpyユmodYGOl血O一触ad血   5000m文化史   

48】¢〉   …       珊   ・    － ▼   ●＝● 一 三   

4も2（i）   Cal¢iⅥm細心yl18叫Ial¢   1DOOOm如こg   

491   Sorbil〃lmOnOSl朗rak   
492   SoJbita爪扇朝顔打at¢   

ヰ93   50rbit且nmOnOl且umle   500Dm〆tg  

494   50Jbit8爪mOnO（】1印b   

4，5   SolbitⅦmOnO】】8lmit且te   

抑■   Pり埴即e血画bx祁亡   50Ⅲ月丑g  

椚wqur餌l；皿（en  
580   Ma伊逼umか¢OnatC   OMp   

620   OIuは山i＝dd（L＋ト   GⅦ   

62l   MDnO50diu山戸山t且m8te，L－   GMP   

622   Monopo185ぷumglutam且tqL－   OMア   

623   C81dumgtlll員m拍，pl・L・   OW   

占2ヰ   M血仙川祀心血Ⅲり1ul且m血．Ⅰ′   GMP   

625   M▲帥亡血mAlu血matらDl－L－   GMf   

626   Gu山勇i¢8¢i（量，5●一   GMア   

627   DisdiⅥm耶mY1810．ダー   GM♪   

628   Dipola裏ium即anYlalちぎー   GM♪   

5   



1NSN0．   N隷meO†Addi伽e   M加血mm‖．椚′d   

62少   C油血m卯却ylate5し   OMア   

¢30  bo血i¢8Cid，5し   GMp   

63l   Di∝ditl爪imosil】atち5●一   ¢Mp   

d32   Ⅸpot粥血血山田in血5し   OMp   

由3   C8】¢如miれOSh8t0．ダー   GMp   

634   CalGium云bonuGl∞ddらき5L   0岬   

635   ー …    …  ・●，…   GMP   

636   Mユ1tol   OMP   

‘う7   E也ylm己Ilロl   OW  

Pr偲elYa8Yt6  
280   50めic∂¢id   

20l   Sdium5血ba拇   100On18仲島as幻∫bi¢add  
2妃   p血Sium50血lさ   
2の   C81（il打nSOめ且b   

210   B亡nZOi¢aCid   

211   Sodinmbロl＝OatC   
‖・ニ ：；・‘・▲l ■1  

212   Po一郎写ねmbe脚ab   
213   C詞仁山m血0血  ‘ 

234   Ni虚n   5仙m扉kg  

Sね局1iz¢rSnn丘Tlick印仁一S  

170（i）   Cald川川町knab   GMp   

331riii）   T由odⅦmCi打8也   OMア   

338   Or瓜opbo印hod¢aCid   
ユ39（i）   Momosdi11mOr山oph叩bb   
刀明ii）   Di50dillmOr血opbo印b虞○   
339（iii）   T【kodiumo鵬bopb防pbal¢   
340（i）   MoⅡOpOt出血mo血ophosdl山¢   
：略0（ij）   Dip血血mo血opbo坪山to   
340（iii）一   Triゃゃ匝∬如mo血ophospbab   
34】の   ●＝ ● 一      一  ■ … ● …  

｝41（註）   Die且1¢iumor血01血判血涙   

341¢ii）   TrkaleillnO血opもospbatc   

｝42（i）   MoIl冊mmOnilImO血opho印b8k   
342（ii）   ■ 州●…■ －1 … ● …   
343（i）   MoれOIれさ卯戚umo血opbosph如   
ユ4ヨ（ii）   以爪8me血mod10pbosph8他   1（〉00m旦壮8血由yorin  
封3（iii）   Trim8卯舗iumo血obho即ha他   ¢mbin且ti00，ユS匝osphom塁  
450（i）   Di5diumdit血○印h■te   

450（ii）   ・● …－ ● … ● 佃 ＝   

450（iii）   Te旭Odiumd；pbospbtG   
450M   Tetmpめ繋illmdipho印h如8   
45（】（d）   Di血GiumdidlOきPbさt亡   

450匝ii）   C且Ⅰ血mdibYdm文∽diphosph【e   
451（i）   pmhs∝伽mldohosphato   
451（ii）   P亡れtさpOt耶Sium扇pbosphte   
452の   Sodiump01叩bo印加愴   

452¢n   pola5血mpolⅥ血鮎P山鹿   
d52（iiり   Sodiumc81Gil】mp01y由朋pIlat¢   
452（iv）   Ci】dump01YPb防l血山∈   

452（巾   Amm（Iniump01ypbosp一雨○   
5‘I2   放加叩血糊血血   
400   AIRi山¢1dd   GMP   

401   Sodiu爪さl如   GMp   

4（〉2   Po紬s壷mddnat¢   GM？   

403   ・ ＝●▲一   ・三 ・   GMP   

404   Cat¢ium山呈in血   OMp   

405   noYlm8dYGDlal血油   GMP   

406  A騨■   GMP   

407   由一一喝比n皿肌dit550dium，pOb血叫且mm皿山m・血Giu皿旭d   OMp  
m叩即戚umsallsb糾din見知匹dlモmn   

407a   PIO昭Sd風紀ん甜IJ旧5Gm¢d   GMP   

41D   Cambbモanがm   OMP   

412   Gnar即m   GW   

てユ   
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INSトb．   N8meOrAddi仕Ⅴ○   MlXimnmlβl′e】   

ヰ13   mgac封1tb騨皿   GMア   

414   Gumユ血i¢   GMP   

415   Ⅹan血幻糾m   GMア   

416   鮎叩丹Im   GMP   

417   ¶品＝印m   GMP   

418   Gdlangum GW   
425   － － l●   OMp   

440   Pcctins   GMア   

459   Bc【ユーq／dodexlrh   5m扉kg   

46叫i）   MicrocⅣSbl】iれ亡Ce】l扇0法   OMP   

4‘0（ii）   P飢Vde柁dcらIl山os∈   GMP   

4引   M虎恒小感血血即   G加貯   

ヰ63   恥血0ⅩypmPγⅠ比u山田0   GMP   

4朗   恥d和XyprOⅣ1m咄】cEltulo滞   GMP   

465   MethylethylcclltJlose   OMP   
466   Sα五Ⅶm血○叩亡血yhdll】Io防   GMP   

46了   …                ●   GMP   

46冨   Cr耶㌻linked瓜ゐ○ⅩYme血y】00llulos¢   GMP   

469   SodiⅦm¢め01ym¢tbYtdll】lD餌，印Zym8日問lけ1Ⅳdrol咋d   GMP   

470〔i）   

Sal【g正myri5血，画mi血弧ds肋壷旭ids雨血amonia，dci仙，   

pobsh皿8ndsdium   
GMP  

470（ii）   SallsorqldG8dd（∞】血叫pD†貼戚un8nd50dium）   GMP   

471   M如か餌ddj一曲間血b   GMp   

472且   Ao仁山¢山d魚町8Cid亡或亡円Or色Iy∝rOl   OMP   

472b   bclicamd血t呼∝id髄Ie応Ordy仁∈畑1   GMP   
472G   Ci揖G皿d血坤∽ide5t耶Ofdy亡BルⅠ   GMP   

50壬‡   PbtaSSil】m8bloddc   GMP   

509   C8tCinm．血lo丘d亡   GMP   

511   M8新色Sillmdllod血   GMP   

Ⅰ280   Polyd血S亡   OMp   

I400   D血s．mastcdぬ托ゝ   GMP   

1401   A8id一丁亡乱短d血dl   GMP   

】ヰ02   AIb】iヵ亡嘘51即dl   GMP   

1403   B】e且8hd血l   GMP   

lヰ04   0裏d逸dsI釘血   GMア   

1405   Enzvm¢1闇1ed血℃h   GMア   

lヰlO   Monoshrd＝血叩h18   GMア   

141之   l  ■   一 ●・t・・   GMア   

Ⅰヰ13   Phos血bdd如hpl氾SPh且te   GMP   

lヰ14   A¢¢Ⅳl加由dis帥hpも○印加to   GMP   

1420   Sb血a明bt¢   GMア   

拍2Z   Acoりhlddist肌h8d料血   GMア   

1440   HydnⅨypmlⅣ】紬Pll   OMP   

144ユ   Hy【IroxypmⅣ】di血℃hph防が嶋t¢   GMア   

1ヰ50   StardlSdiumD血ylsⅥ∝；m8総   GMP   

1」事51   Ac∈吋l8t亡do裏山zdsb持h   GMP  

Swモetenenl  

420   SorbiI018ndsorbito拉叩p   OMP   

421   Man凸itol   GW   

950   Ac8皿一色m8pOb∬iⅦm   350mがk且   

951   A5P乱n乱Ⅳ帽   1000mg丑g   

952   CYG18m8l∈S   250m妹尾   

タ53   IsロIna旺   G入4P   

954   Sacd伽血   10qmぬ   

955   Suclal亡略亡   400m朗唱   

，56   A止血mo   1001剛勇頓   

，6】   N00也潤色   10¢mぬ   

962   
350m〆短孤独aCがul血Ile  

A5parbme－a個u脆n－C5alt  
pol弱点umcqtliヽ・aleれtb8Si富   

964   Pblyglycitd郎mp   GMP   

タ65   Md血d（indudinAm8l【itd叩p）   GMP   

966   bc抗tot   GMP   

967   Ⅹylit0l   GMP   

lTh巳ⅥSeOrg㈹弛n¢指islimitモdlO∬lil太一孤dmi批血誼Ⅵ1iヽrト♭8Sdpr扉u¢b軌er訂陀ducdorld血瓜08ddd弧gl仁  

7   



CodexStandald24：ゝ20【ほ  

Ml裏Ⅷm山ⅣOt  INSNo、  N之meOrAddid▼○   

5． CONTA加ⅡNANTS  

取eproduGtSCOYerぢd吋鮎s5t皿d8rd血dl∞叫卸w仙鮎n血numKmits払ー¢Onl弧山肌b帥d也8  

maximⅦnreSi血ehmits血rpes6cidesaAdvelerinazydrugsestablishedbytheCodexAlimentarius  
Comission．   

‘． 耳YGIENE  

Itisreco皿tne7tdedthattheproductscoveredbythcprovisionsofthisstandardbcpreparedandhandled  
ha00Ordaれ鐸Wi他山e叩p叩priat¢Se8donsof血eRe00mmendedbt¢mdiondCod80fI〉rac血e－  
GeneralPrinciplesofFoodHygieJ）e（CAC瓜CPl－1969），theCodeoffb・gi血icPrac6cefbrMilkand  
M辻kProduGtS（CÅC／RCP57－2004）aDdother一己lBVantCod耽t6XtSSuChasCodesof均gienicPracdce  
andCodesofPrac血e．neprodtlCtS血oddcompb・WithavmicrDbioIogicalcriterjacs（ablish亡din  
accordancewiththePrincip】esfbrtheEstabLslment孤dApplicadoAQfMicrobioIogicalCdleriaLbr  
Fbods¢AC伯L21－19野）．   

7． LA避ELuNG  

h山肌通用用町叩頑jon50f血8Cod既・G孤以山勘胡血山鹿打払8Labd出場ば勤甲武永軍d】もod5  
（CODEXSTÅNl－1985）anddlC＞Gcn即・alStand3rdfbrtheUseofDairyTeT7nS（CODEXSTAN206－  
1999），払e払Ilowingspec琉¢pmYkion5apply：  

7．1 IhMEOFTfIEFoo工）  

7．1．1non孤n¢止血9加dshdlbe鈷m餌tedmilkorco几Ce山仕at由良m印tedmiIka5叩prOpda【e，  

However，thesenamesJtLaybcr〇placcdbythcdesi£（lationsYbghurt，AciLlophi］usMilk，Kcnr，Ku叫・S，  
Str喝i＄tb，Labneh，Ymer2LndYlette，prWidedthatthepro血ctcomplieswi血th¢SPCCificprovisiomsof  
山isS蝕Idad．Yo如m好も¢印elled猥叩prOpdateh山¢COlm叫ば∬bilsale・  

“Altcm示cultumyqghtlrt，1asdenncdhlSecdon2，Sha］1benamedthroughtheuseofanappmpriate  
qt）alifierinco可tJnCtioRWiththeヽVOrd‘3・Oghurビ1The血osenqt）alifier血allde＄C血e，inaway血atis  
accttmtcandnotmisleadiJlgtOthccoJISutnCr，thcJtれLurcofthcchangcilnPartedlolhcyo縄hu－ttllrOu邑h  
山esele¢donoftb8Spe¢追仁山血あ00肋h血色飢Itu化血rm肌血h血g血epm血cL Such血肌ge  
．mayincllldeamarkeddi丘もmlC8hEhe危rnenta血710rSanisns，皿etabo近tesaJldhrsensozyproperties  
OftheprodtlCt血cncomparedtotheproductd9Signateds01ebasLYqghurt”・Exanplesofqllalifiers  
Whichdescribedi蝕renceshscnsoryprDpertiesincltldete旭SSuChas“皿ild’’and‘1angy”．n8term  
“山上emab¢山山一eyo或町ビ’血班notapplya写adesi紗aiion．  

Theabovespecih（ensmaybeusedizICOnneCtlonwiththetern“丘021en’’pmvided¢）thatthe  
PrOductsubzzlitted10be血gcomplieswihtherequireJnentS主nthisStandard，（立）thatthespeciLc  
ぶ血rc山餌代ぷ¢孤bさreaCdⅦ紐dh柁おOn曲1¢nu皿b耶毎払郡山喝，皿d（iii）止血鑓ほ丘oz8nprOductis  
nameda5S00h弧dissoldfbrd血tconsⅦnphon，Onレ．  

0血併烏m6ntd血址gmdconG軸l－aled托m¢nt由m㍊km町b¢designaledwi血0血erv訂k吋nameS  
那5pe¢坑dh払闘atio丑山le由1alionば鮎00山吋h血idl仏¢卵dudjssold，Orチa皿摺鉦出血gby  
瑚mmOn喝喝ちprOVided血atsu血desi伊atiom血れOt8re地肌e汀OneOnS血pr防S】Onh血ecounby  
Ofretailsaler喝ardingthecharacterandidentityofthefood・  

7．ユ．2Producfsob（血ed丘○皿危m訊（dmilた¢川ea＝托ateda丑訂免rmenねdonsムdlb8れ8med‘管k虚  
丁托atdぬmⅦledM独’’．げ血8CO几SumerWOddもGnisled毎払isn8mち血¢prO血¢ksbdlb…冊d  
ぴア巳m鹿dもynationd噛slatiomin血e00皿町Or血a止sale・b00n山deswh耶nOS血1喝kladon  
モⅩ151ちOrnOO也訂nam¢S訂e血¢0ロmOnnS喝ち仙¢prOdnct血a11もenamd“HeatTreatedFemented  
Milk”．  

7．13The desigtlation ofFlavourd Fermetlted Milks血auincludelhe nane ofthe prlnCipaI  
加Ⅷ血鳩山励Ⅳ煎）orfl即0町¢）added．  

てヨ1j   
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7．l．4Fementedmi1kstowbichonb，mtT姑vecdbohydratesweetenershavcbeen added，maybe  
lahcIcdas”s、Veelend⊥’，thcbJankbcirLgrCPlacedbylhct亡皿－LFertncllLcdMi）k”or己n涌ICr  
designadon鮎甲比迂kdinS∝tion7・1・1・げnom刊仙ves、Ⅴ虎ten耶耶add由hpむ心血ort血1  
subs血血ntos喝叫仏e皿endo鳳“押e蝕nd、肩山  ’’or“5ugared狐dsw程ten虚wi血  ”  
should呼pearCLoselOthenameoftheproduct，theblaJtkbeingfilledinwi血thenarneoftheartificia王  
SW恍t¢nerS．  

7，1．5ThBnameSCOVeredbythisStandardmaybetucdin血edesigna60Z），Onthelabel，incommercial  
doct）men匝andadvcrtisingofo血erfbods，prOVidedthatiListJSed asani喝redientandthat山B  
characteris6csoftheingredicnta柁maintained to arelevantd喝陀einordernottomislead the  
COnざl皿ぢ【．  

7．ヱ DECLんRAT10NOFFATCoⅣrENT  

iftheconsunerwouldbemisleadbytheomission，the皿ik血tcoz）tentShallb6de亡l訂edinamaJuer  
8CCCPlableitltltccountryofsaIe（Olhefinnlconsumer，eitheras（i）aperccnta8COfmassoTVOluTnC，Or  
（ii）ingransperservin皇aSqu81漬cdinthelabcl，prOVidedthatulem血bBrOfservingsisLStated・  

7．3 LA甘ELuNGOFNoⅣ・RmLCoNmmERS  

ln鈷m血iDれreq血dinSec血n70f血kSt訂Id8d弧dS8Ctions4・1【04・gOf血8GeneralSlandardfbr  
仇8L血el血gofP－叩aCk喝dFoods，諷d，正n餌eSSaⅣ，dわー喝eh虞mG出船S，血d‖沌giv餌ei血ron  
theconlainerorinaccompanyingdocu皿entS，eXCq（dtatthenameoftheproduct，1otidcntiticatio丑，  
md血enm¢md8ddⅣSSO一也8m狛曲血托rOrp∝keちSb血1app巳訂On血econt血6LHow餅叫lot  
id¢nti6cadon and血enameandaddressofthe皿amfhc山托rOrPaCkagermaybereplacedby an  
idcn雄cadonmark，PmVidedthatsuchm訂kiscleadyidentiLabl8WiththE，aCCO7npanyiz）gdocunenls・   

8． mOpSOpSAMIIWGANDANAl．YSIS  

Se¢CODEX＄W234－1999，  
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COde女．alimentariuscomission－  
pOODANDAG‡uCUuⅧ滋  
ORGÅNmON  
OFT打EmN珊ONS  

WORLD  

HEA皿  
ORGANIZAmN  

JO脚TO搾IC巴ⅥdEddtせ■払加阻鵬Cm犯跡両級拍い正則肥Ⅶ：汐l鳩57α！】w靴⊂○血通知伽r【肌蹴IEmぷk血◎ぬ久一曜馳tmikユタ鋸刃凹■59】  

Apd12002  
AL正寸OMl封11  

JO榊TガAO／W江OFOOI〉棚SPROGM  

COI）EXAuMEMSCO加ⅦISSIOⅣ  

T耶nt㌢駅蝕S嘲ion  

Rome，地咄，30Jun¢－5Ju吋2003   

RErORTO】7T且混和TⅡSESSIOⅣOFT且ECOl）EXCOM卸町TEEON  

肌AⅣDmPMVCTS  
桝灘相加り腹両誌娩胱＝－ノ2々而J2M  

Ⅳote：乃お甲rr加地血Cp庇rC舟℃打J灯血肋rα2β82〟J功‘誠P  
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AL掴ORMO3／ll－AppeAdixm  p喝e40  

ApPEm皿Ⅰ  

DRAFTmEDSTANDARDFORM℃DMⅡノKS  
rAdv且mCdわSteDg）  

1．  SCOPE  

Thissta皿dardappliesto危m班tedmi比sJ●也atisFcrmentedM批indudhg）HeatTreatedFb皿enkdMilks，  

払皿00n血Ied攣飽tedMⅢ唱如d∝皿pOぬ血此produぬbasd皿血睨騨Od鴫伽d紘一皿pt血  
Or血【血訂pm鳥山印1】允両wi血血ede血血iomsinSeedon20f山sSt祉d訂＆   

乙   DESCRIPTION   

乙1  机珊TED加bLK  

下ermcJlted M肋is a mi）k product obtaincd by EbmcIllaLioTL Oflnilk，Wl扇chlnitk nluyJlaVe becn  
man血d蝕皿pm血ぬObt血d鮎m皿址扇血Ⅳ扇血00tCO皿p耶i血nd融通ca血na5封血血d吋  

山epTOVisiouinSeclion313，bytheacdonofsuitdb）Bmicroorgalhsmsa］ldrcsu）thgjnreduclionofpfTwith  

OrwiLhoutco喝ulaLion（iso－elecbicprecipilaLion）．TlleSeStaT肥rmicroorg皿isJt）SSLa）1bel壷b］e，aChveand  
abundantin血eproducttothedat80f血血unldurdbnity．lftheproductisheatJrealdanerLbrnentdion  
therequiremeJltfbrviablemicroorg飢ismsdoesmIqppb・．  

C創1ahFer皿entedMilksaTedlZmCtedzedhy5PeCificstaztercdttm（s）usedforfermmtationasfoltoⅥ唱：  

YoghtLrt：  S）rnbiotic culモurcs of Sbl甲tOCOCCZJS L），amZ甲71i厄and LLTC（OboL：iNILS  

血路用e粛鎚b申．晰c弧  

Alter皿ateCultt）reYoghurt：Cukurc＄OfS＆甲／OCOCCZLSLhen71qPhjllLSaJldany■Lac，obadIhlSSPeCies．  

AddopbausMjlk  加わあ〟d肋路血句碑肋∫．  

X浦n  St血00l血e阿胱d如mkぬ如適っ血c／虎∝曲げ瑚ガ，甲餌やOr  

也e gen訂a加一肌靴劇場上加ねmm∬肛d血頑扉肌血㍗訂0Ⅵ11g m a  
血叫g画8巧1a血血p．  

K血訂ains∝〉芯d血ぬbod11actose触men血旦昨aS【s仔JりⅦ和〝ツC“  
椚‘㌍加！侶）飢dll旭」acbse一触n仇血g yea由 伽cd∬0叩収ぶ  

〟椚乎肌喝＆概ん耶J〃叩g∫α∫摘αeむId伽d間叩忙ガ由g－ー捕）．  

エ〝Cわろ〝C油J∫ ゐ仏門Je粛 snb叩．あl也血祁 王血．肌卿m明晩  

J〝（打つロ仰】瓜  

K址myS：  

OdlerlnicroorgzmisrDSthallthosE）COnStitu血gthespecificstarterculbre（s）spec道edaboveJnaybeaddcd．   

2．2  CoNCENTRATEI）FERMEN，rEDMnK  

CotlCCntratedFermentedMilkisaF6rn611tedMilktheproteinofwhichhasbeenincreasedpriortoor  
ぬfbnllell〔ationtomininu皿5．6％．ConcentratedFermentedMilkshcltldestradidollalproductssucllaS  
S叩頭to（sb’aincdyoghu正），Lbblleh，YzncrandYlette．   

乙3  lruvロUR耳D好ERMl‡mEDMmx5  

FlavouredFel－meT）tedMi】ksarecolnPOSite血貼products，aSdefinedinSecdon23oftheCodexGealeral  
Stand＆rdfortheUseofDairyTeru］S町ODEXSTAN206・1999）wI血hcontaina山a血1umOf50％（dw）of  

nond8如h呼die血（suclla苧11山南veamdl10nn血血ec鵬obdral鰐，加姑司ndve紳b16S拡W¢maS  
julCeS，PnreeS，Pulps，PrCParahollSandpreserv6Sderiveddlere亡ねnl，Cereds，llOlley，d10COlate，nlltS，COfEbc，  
中竺S皿do仏訂Ila血1essn？血8川卯0甘血g加ds）an肋ー鮎vou】苫・T鮎川Onda毎払訂edienlsc弧kmixd  

山pnOrlo／oraR¢ー王bm8ntaholl．  

11   



ALⅢORMO3／11－App飢駄Ⅲ  pag¢ヰ1  

3． ESSENmI．COMPOSmONANDQtJALITYFACTORS   

3．1  RÅWMATERIAlぷ  

・M址卿d／orprodu¢lSOblaind加mInilk．  

● Potabkwater血rdleuSeinreconstitutionorrecombinatiorL．   

3．Z PERMITTEDIボGREDIEmS  

・SIarteJ・Cl）］turesofhamlcsstnicroorg肌ismsinc］uding山os¢SpeCiaedillSection2；  

● Sodiundllodd8；孤d  

l・NoIトdairyinged血tsaslistedinSec卓on23（刑avouredFbTmC）ltedMilks）．  

● Gela古meむ1ds伽Cllill：   

・fbrmentcdmi1ksheat，treatedafterfbrnentahon，   

・瓜avoⅥ托d危ml蝕ted血址，肌d   
－ p）ain血皿emtedmilksifpermittedbynationa11egislationhth8COn叫Ofsal¢tDth8丘nalconsu皿er，  

providedthqyareaddedonb，hamounts軸cdonaltynecessaTyaSgOVemedbyGoDdManu血chui】喝  
Pfactice，takingintoaccoul）tanytlSCOfth8Stabili2BrS仙ickeners］istcdinsection4・ThesesubstanCeSIuay  
b8add8dd血町b曲巧Ora触add血g山eれOm－daiⅣm伊edi8爪tS．   

3．3  COMⅣOSITION  

野ermented  Ee応r   Ⅹumys   

Mjlk   CnltureYoghuれ血d  
Addopb辻u∫milk  

Milkprotein8（％w／w）   mill．2．7％   m血L2．7％   min．2．7％  

M撤餌（％Ⅷ旬）   1esstll孔n  l¢SS血an15％   lesgth8n  
10％  10％   10％   

Titrableacidity，eXPreSSdas％lactic  mill．0．6％   min．0．6％  mh．仇7％   

a8id（％Ⅵんウ   

E血amol¢もvol．∧Ⅴ）  皿in－0．5％   

S11mOfnicroorgallisms00nS止血餌場  mbl．107   min．107  pi】1・10丁   

山¢S一打ぬrCul血相de丘ndhs¢G仕on  

2．1（G的，htotal）   

Labdkdmi¢加唱8最s皿㌔（c的，  mh．106   mhlO占  
total）  

Yeast軍（c的）  m血10q  mhlO4   

わ  Protein・COlltentis6．3＄mul毎1icdbythetotal喝ddahlnitrogendetemined・  

b） ApplieswllereaCOl血ntclaimjsmadei・1tllelabcningthatrefbrsto仙epresenceofaspecific  
microorgamis皿¢therthallthose印eCif；edillSeC血n2．1ぬrtheproductconc8med）thathasbeen  
addeda＄8mppl¢menttO仙¢SpCG道cs払出訂C山血相．  

lnFlavDl］redFeTme）1tedMilks血eaboⅥ＝正t6riaapp）ytodle氏皿entedm此part．ThemicrQbiological  
crit6ria（basedonthepropo叶ioIlOfLimlentCdmi1kprDduct）arBValiduptotlledateofminimt）mdtlrabi）ib，・  
Thisreqtummentdoes71OtaPPlytoproductshBat－h・eateda鮎rfhentatioll・  

Col叩Iiancewiththemicrobio）0gicalcriteria印eCifiedabovE＞istobeveriBedthroughanab4iGaltestingof  
theproductthroughto”thedat80fmi血undurabihbT”血汀theprodtwthasbecnstoredund¢rthestorag6  
0011didollS甲恍i鮎dh也81ぬ血略  
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Al即ORMO3／11・Appen血＝ⅠⅢ  p喝e42  

3．4  EssENTIAL．MANUFACTUR馴GCHARACrERTSTICS  

ⅦleyreiuOVal曲r勉mentalionis】lOtPemitledinthen）am血ctureofft皿ell（edmiks，eXCePtfor  
ConcentraledFementedM此（Section2．2）．   

4  FOOI）ADI）ImS  

Chlytl10Seaddidvescilassesindicatedinthetablebdowmaybeusedforthepzt）血ctcategoriesspeciBed．  

Wi血h6aClladditiveclass，andwherepemittedaccordhgtodletable，Onlythoseindivid血additivcs玉sted  

mayb8nSedalldo鴫Ⅷi也intllelimitsspec漬d．  

haccordanccwithSection4．lofthePre弧1bleto仙eGeneralStandardEbrFoodAdditives町ODEXSTAN  
192（R帥・2－1999）＝8ddidoma18ddidves皿aybepr8Se出払仙¢鮎YOⅦ柁d危m巳血dm此s8Sar8Sultof畳ny－  

OVer丘omnon－daiⅣhぎdi餅1tS．  

ざem田IfedMjlks  FermeJ）tedMilks且eatTreatedAfLer  
Ferme迫ta伍○皿  

p】血   刑aYOured   Plai】l   刑aYOun痢   

AdditiYe亡1a5S  

Colol】指  ×  ×   

Sweet8n田3  ×  ×   

Emnki五耶  ×  ×   

FlaY〔llげe扉1anく治一言  ×  ×   

A¢ids  ×   ×   ×   

AGidi吋ー喝Ⅵhtors  ×   ×   ×   

Statli正三β巧   ×1   ×   ×   X   

Thicb皿e円   ×l   ×   ×   ×   

neservadY8S  ×   

pad【喝h旦皇aSeS  ×   ×   ×   

Ⅹ＝ThellSeOfaddidvesbelongi11gtOtheclassis【echllOIogicallyjtlSd広ed．hth8CaSeOfflavouredprodtICtS   
【headdidvBSaretedlnOlo如alレjustiBedinthedairyportioll．  

－＝TheiuSeOfaddidYeSbelo喝hgto山cclassisnottechnological1yju＄dLied  
1 

useisreshictedtorecons血血nandrecon）bhlati0皿andifpeTmittedbynational1喝islation血the  
COⅦlt巧・OrS山8bdl¢鮎d∽nSumer．   

5．  CONTAⅣロNANTS  

TllePrOductscovefedby山jsstandardsha）1complyl血11血eJnaXiln11mIimitsfbrcolltami11alltSalld山e  
皿aXiu）yTreSiduelitnitsfbrpesticides andvete血arydrugsestablishedbydleCodexAlin餌mius  

Col丑山lSSlOn．  

6．  瓦YGI甚NE  

6・l Itisrecon皿endedthatthcproductscpvercdby軌eprovisionsof山isStalldardbeiPreParedand  
haJldledinaccor血ICe南山theappropnatesecdonsoftheRecommendedlJttemadoJlalCodeofPractice－  
GenefalPrinciplesofFoodt‡光iene匹AC瓜CPl・1969，R6V．3－1997，CodexA馳Ientarius，VolunlelB），and  
Otherre］evantCodext＄XfssucllaSCodcsofHy由enicPrac仕cealldCodesofPrac血e．  
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6．2 f－ro皿raWnlate血匹Oducdonto也epo血of¢On餌皿pd叫鮎product5CO、唱redby血isStand∬d  
血0Ⅵ1dもes両班tba00mb血tio皿Of00此01Ⅱl¢a5WeS，Whidl山野h¢Iude，払ー既amplちpaSt8血加血Il，ひd  
dleSeShouldbesIx）WntbaCllieve血eappropnBte16YE，lofpubli6h681thprotec血n・  

6・3 TLeprodⅥCtSShoIJldcon）plywitharlymicrobiologicdcriteriaestabhslledinaccordancewiththe  
PdndplesfbrthBEstablidlmenta血Apphcadol10fMicn）biologicalCriteriaLbrFoods（CACA3L21－1997，  
CodexAlime】ltarius，Voh）tnelB）．   

7．  LABELuNG  

Illadditionto払eprovjsionsoftheCodcxGeneralStandardfordleLabeuingofPrqpackagedFoods  
（CODEXSTANl－1985，Rev．1－1991，CodexA肋脚talブus，Voll皿¢14）andtheGelleralStandard触the  
UseofDa吋丁巳nコ虐（CODEXSTAN20‘－1桝），血e鋸lowhgspeci重¢FOVis血sa押け：   

7．1  NAMEOFT王IEfooD  

7．1．1 ThenameoEthefoodshalLbe良和lentedmilkorconcentratedferm6nted皿ilkasappropriate．  

Hbw6Yeち鵬sen弧8Sm町b¢ー甲18Cd吋dl¢d闇i伊a血nsYo威肛鴫Addo由ilusMilk，K血，Knmyち  
Slragi5tO，Labn叫Ym餅肌dYl鵬，prOVided瓜8t’tbβpm血GtGOmpk8SⅥi血血¢Sp餌狂ゎ匹YisioれSOf血k  
凱祉dard．Y喝bu戒nayb8S匹11dasap叩priatらh仙¢00叫Of托tailsal¢・  

く仏1tモmateQu血reyodluげ，，aSd血cdh5出航m2，Sk劇も針name止血mldl鮎useofmappropdate  
quali丘eTiz）CO7titmcdonwiththBWOrd‘ウoghtlrt’，．Thechosenqtlalifi6rShal1dcscribB，inawaythatis  
肛Cmtea11dnotmisleadingtothecollSl皿er，th8JlatureOftheLChan＄einpartedtoth¢yOghurtthrDughthe  
sdectioAOfthe弾道cLactobac滞iJttheculttm鈷rtuanu蝕血血唱th＞PrOduct，Suchchangel氾ayinclude  
a皿arkeddiffbrence：血山e飴mlentationorganisms，metabolitesandIorsensoryproperdesoftheproduct  
wbencolnpa頑to血eprodⅥ¢td朋i卵tds01dy鵡“yOかげ．Ex8mpksof叩d漬αSWhidldes¢dbβ  
di蝕renccsinsensoryproperde＄iucludeternssuchas‘hildnandりtallgyD・Tlletem“alIemateCuhlre  
yoghlげ’sh8unOt8ppレasad鴬ignadom  

Theabov8SP6Cif；ctcmsmaybeusedillCOPneCdollwiththeterzn惣ozen”provided（i）dlatdlePrOduct  
submittedtofkezingcomplieswiththerequlrementSinthisStalldaTd，（iりthatdle・SpeCificstartercultures  
c8nbere杖Cdvatedhr昭On8bl¢nt皿b¢帽吋血awhg，帥d（iii）1ha＝h¢葺ozenpm血Gti5namedassuclland  
issold血ー血8Ct00朋u皿ption，Only．  

0血訂鈷mentedm辻ks皿d¢mOe山rat由良nnemtdm辻k＄皿町bede5i辞Iakdwi血0血訂Yad押迫8山eSaS  
speci鮎dinthenationallegisIatioltOfthecot）ntryinwhidlthcproducti＄SOld，OrnameSeXistingbycommon  
t）Sa＄6，PrOVidedthat8uChd6Signadonsdo瓜OtCreatBane正OneOuSi皿preSSionindleCOunhyofretai1sale  
regardingtlleCharactcrandidentib・Oftl帽fbod．  

7．1．2 Prodl）CtSObtained餌皿飴rmellted皿此（s）血¢attreatedafterfbrnlenlationshaJlben弧1ed’Ⅵeat  
TreatedFermented．Milkn＿Ⅱtheconsl皿erWOuldbemisledbythisna皿e，theproductsshallben弧Cd8S  
p6m紙d毎nation血1喝isla血皿in鮎cm皿吋Of托tailsale．如¢Ou血ieswllerenOSⅥChl喝isl8tioll血晦Of  
皿001hermam¢S町eh∽n皿OnuSage，仙8p【0血¢tSha山beⅢmed‘Ⅵea【T化atdF¢m8血6dMilk”・  

7．1．3 ThedesignadonofFlavouredFernentedMilksshall血chldether．ameofthepnncipal鮎YOurulg  
Subs【珊C8（S）ornal℃ur（s）added．  

7．1．4 Fermerltedmi駄s亡OWhichollレIl血tivecarbonhydTateSWeet印erShavebecnadded，l11aybelabeled  
as‘もwcetened⊥，，theblankbeing托p）acedbytheterm‘甲ementedMi）k7’brano伽rde＄ignationas  
spec漬edhS虹技on7・1．1・∬no几イ＝仙ve押eetenerSarea舶ediれp誠ialorbtals血sぬdon10S喝ar，山e  
lnention“sweetenedwith  ，，or”sugaredandsweete11edwiul ’’dlOtLldappBardos6tDdlenanle  
of山ep∫Oduct，血eblankbd喝茄11edin南瓜血em山1eOft】－8a止抗cialsw畔地n耶・  

7．1．5 ThenamescoveredbythisSt8ndardmaybet）Sedinthedesi旦l－ation，Onthelabd，illCOll皿erCiaI  
do印m印tSalldadvcrtisin＄Ofotherfbods，prOvided也atitisusedasanhgredi占Lltandthat仙edlaraCteris血s  
OftheingTCd血taremaintmicdtoarelcvantdegre6inordernottomisJeadth6COtlSumer・  
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7．2  1）ECLARAT10NO】了F＾TCoNT  

げtheconsumerwouldbemis18adby也eomission，themi1kEhtconte血Shallbedeclaredhamanner  
a∝；甲IabIehtl1800un町OrSa16tO止帽血alGOnSum¢【，畠山訂aS（i）a匹m甜tag¢OfnlaSSOrVOlⅦnちOr¢）ill  

g7・an）Sperservingasqualif；edinthelabel，prOvidedthatthentunberofservingsisslated．   

7．3  LAl引引」」罰GOFⅣoN－RmⅦ′CoNTAINER写  

hfbrulationrequiredinSectiol170fthjsStandardandSections4．1to4．80ftheG餌eralStandardfbrthe  
LabcJlil唱OfPr叩aCkased Foods，a）ld、ifncccssary，StOra皇CiJIStn）Ctions，Sl1811be givcJleitherollthe  
COntaineror血accompaqyingdocun）enls，¢XCePtthatdlenanleOftheproduct，lotidentiGc慮on，andth8  
natn¢aJtdaddressofth8manufhcttLrerOrPaCker，Shallappearonthe00血aineir．How6Y訂，10tidcnti6c癒on  
andtherLameand8ddFCSSOfthemamlfactuTerOrp8CkasBr7nayb6r6plac6dbyaniden雌cadonm8Tk，  
pro＼はd由伽tsu¢hm血kis¢le訂1yiden憾めl8南仏d18aCCOmpan）血旦docum餌也，   

8，  MET旺0Ⅰ鳩OFSAMPLINGAmAMSIS  

S㌍C（〉血止肋7g〟ね血ちⅤ01um¢13．  

15   



社団法人 日本国際酪農連盟和訳  

はっ酵乳改正規格案  

（ステップ8に進む）  

1．適用範囲  

本濃格臥直接消費もしくは更に加工処理することを目的とした本現格の第2項に示   

した定義に適合するはっ酵乳類に適用される。はっ酵乳類とは、加熱処掛まっ酵乳、浪   
縮はっ酵乳及びこれらの製品から成る複合乳製品をいう。   

2．製品説明  

え1はっ酵乳  

はっ酵乳とは、乳に対して適切な微生物を作用させることによって凝固く等電点沈   

殿）を伴うもしくは伴わずにp井を低下させる発酵によって得られる乳製品をいう。  

乳は、乳から得られる製品から、第3．8項の規定に従うように組成調整を受けるかも  

しくは受けることなしに製造してもよも）。それらのスターター微生物は品質保持期限   

内において製品中に生存し、活性があり、かつ多数存在しなければならない。発酵後  
に加熱処理をする場合、微生物の生面規定は適用されない。  

いくつかのはっ酵乳は、発酵に使用きれる以下の特徴的スターターカルチャーによ   

つて特色付けられる。  

ヨ ー グ ル ト  ：馳即如¢クCCⅣ通e皿叩丘血g及びムacね血d肌拶  

血伽ec慮だslユも8p．古癖血αβの共生カルチャー。  

カルチャー代替ヨーグルト：β伽副加抑北柏kⅦ仰山加及びあらゆる乳酸梓  
菌屏のカルチャー  

アシドフィルスミルク ：ムacね上はd〃uga軸〟ug  

ケ  フ  ィ  ア ：強力な特定の関連性をもって生育するケフィア拉、  
ム2Cぬ占a血β慮色丘れ ムe打Cαn8gわC，血c由C〃Cど打β  

及びAcβわ由eよ甜属の各種微生物群から調製したス  

タrクーカルチャー。  

ケフィア粒は、乳糖発酵性酵母（勧化m叩e∫  
皿丘Ⅸ由∬〟司及び非乳癌発酵性辞母（助適丘叩甜  

血中肌ち助ぐda叩郎Ce躇血e及び  
励cd訂卿egegなuuめの雨酵母㊥ら構成され争。  

ム占eJ虚虚血肋β血肋・離d滋訂血叩．加地馴鹿胴及び  ク  ー   ミ  ス  

伽叩ざ皿血刀〃g  
上記で規定されている特徴的なスターターカルチャー以外の微生物も加えてよい。  

2．2 濃緑はっ酵乳  

濃締はっ酵乳は、発酵の前又は後に、蛋白質が5．6％以上に増加した発酵乳をいう血   

濃縮はっ酵乳に臥Stragi8tO（うらごししたヨーグルト）、hbneb、Ymer及びⅥette   
の類の伝統的な製品が含まれる。  

之．3 フレーバードはっ静乳  

フレーバードはっ酵乳は、乳用語使用に係る一般規格（CODEXSでAN206－1999）の   

第2．3項で定義されている複合乳製品であり、■非乳原料く栄養性及び非栄養性炭水化   

物、果実及び野菜、果夷及び野菜ジュース、ピューレ、パルプ、調製品及びジャム、   

穀物、蜂蜜、チョコレート、ナッツ塀、コーヒー、スパイス類及びその他の無音な天  

．然賦春用食品）及び／又は香料を最大50％（w／w）含む製品をいう。非乳庶料は、   

発酵前もしくは発酵後に混合してよい。  

16  
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3．必須成分及び品賢要素  

3．1 原材料   

・乳及び／又は乳から得られる製品   

・加水還元または組合せ還元の際に使用する飲用水  

3．2 許可原料   

・無害な微生物（第2項で特定されているものを含む〉のスターターカルチャー   

・塩化ナトリウム；及び   

・第2，3項に記載の非乳原料（フレーバードはっ酵乳）   

・ゼラチン及び澱粉：  

一加熱処理はっ酵  

－ フレーバードはっ酵乳  

一最終消費者への販売国の国内法観で許可されている場合、プレーンはっ酵乳  

これらの物質は第4項に記載の安定剤／増粘剤の使用を考慮し、GMPの囁園内  

で技術的な必要量のみ添加する。これらの物質は非乳原料の添加前文は後に添加  

してよい。  

3．3 組 成  

ヨーク’ルトカルテト  

はっ酵乳   代替ヨーク●ルト及び  クーミス   

アシドフィルスミルク   

乳蛋白質l（％wノw）  2．7％以上   2．7％以上   2．7％以上  

乳脂肪（％w／w）   10％以下   15％以下   10％以下   10％以下   

清走酸度  

（乳酸表示．％w／w）   
0．3％以上   0．6％以上   0．6％以上   0．7％以上   

エタノール  

（％vol／w）  
0．5％以上   

第2＿1項で定義さ  

れるスターター微  10？以上   107以上   107以上   

生物（e且Jg、合計）   

表示微生物l  

（C血／g、合計）   
106以上   106以上  

酵母（e蝕／g）  104以上   1伊以上   

且）蛋白質含量はケルダール法で測定した全室素量に6．38を乗じたものである。  

b）スターターカルチャーの補足として加えた特徴的な微生物（嵐2，1項で規定され  

ている以外の微生物）が存在することを表示中で言及する場合に適用する。  
フレーバードはっ酵乳の場合は、はっ酵乳部分に上記の組成基準を漬用する。はっ   

酵乳部分の微生物基準については、品質保持期限内において保証する必要がある。こ   
の競走は、発酵後加熱処理した製品には適用されない。  

上記の微生物基準に準拠していることは、ラベル上に記載された保存条件で保存し   

た製品を「品質保持期限日」まで分析検査することによって確認する。  
3．4 製造上の必須の特徴  

浪縮はっ酵乳（第2．2項）を除き、はっ酵乳類の製造において発酵後のホエイ除去は   

認められない。  
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4．食品添加物   

次の表に示した添加物クラスのみ各製品カテゴリーで使用できる。表中で許されてい   

る各添加物クラスについて、鴇げられている個々の添加物を規定されている制限量で使   
用できる。  

コーデックス食品添加物一般規格（COI）EXSmⅣ192Rev．2－1999）の前文の第4．1項   

に従って、フレーバードはっ酵乳中には、非乳原料由来のキャリーオーバーの籍果とし   

て他の添加物が存在しうる。  

はっ酵乳  加熱処理はっ酵乳  

プレーン   ルづl●－ド   プレーン   フトハーート■   

添加物クラス  

着色料  ×  ×   

甘味料  ×  ×   

乳化剤  X  ×、   

香味増進剤  〉く  ×   

蕨  ×   〉く   ×   

pH調整剤  〉く   ×   〉く   

安定剤   ×l   ×   ×   ×   

増粘謝   Xl   ×   ×   ×   

保存料  ×   

梱包ガス  ×   〉く   〉く  

× ＝ この添加物クラスに属する添加物の使用は技術的な正当性がある．フレー  

バード製品の場合は、乳部分の添加物に技術的な正当性がある。  

＝ この添加物クラスに属する添加物の使用には技術的な正当性がない。  

1 最終消費者への販売国の国内法規で許可されており、かつ、加水還元、粗  

食せ遷元の場合の使用に限定される。   

5．汚染物算  

木規格の適用を受ける製品lま、コーデックス食品規格衰＿員会が定める汚染物質の最大   

限度借及び農薬・動物用医薬品の最大残留限度値に従うこと。   

6．衛 生  

6．1本規格の適用を受ける製品は、勧告国際取扱実施規範：食品衛生一般席則   
（CAC／RCPl・1969，Rev．3・1997、食品規格集Vohmel別の該当項目及び衛生取扱集  
施規範や取扱実施規範等の閑適する他のコーデックス文書の骸当項目に準拠して製造  

し、取扱うことを勧告する。  

乱2 本親祐の適用を受ける製品は、原材料の生産段階から消費に至る段階まで、いくつ  

かの管理方法（例えば殺菌等を含む）の組み合わせを適用すべきである。これらの管  

理方泣は、公衆衛生保箇の適切な水準の達成を示さなければならない。  

6．3 本製品は、食品の微生物基準の設定と適用に関する原則（CAC／G工一21－1997、食品規  
格集Voil】melB）に準じて制定される微生物基準に従うぺきである。   

丁．表 示  

コーデックス包装食品表示一般規格（COI〕EXSTANl－198らRev．1－1991、食品規格  

集VolumelA）及び乳用詩使用に係る一般規格（CODEXSTAN206－1999）の規定に加  
え、以下の特定の規定を適用する。  

7．1食品の名称  

了．1．1食品の名称は適切にはっ酵乳又は追詰はっ酵乳とすること。  

ただし、これらの名称は、本規格に示したヨーグルト、アシドフィルスミルク、ケ  
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フィア、クーミス、Stragisto、IJabneh、Ym■er及びYletteの規定に適合する製品の  

み、各々の名称と置き換えてもよい。ヨーグルトの綴りは版元国内で適切に行うこと。  

第2項で定義されている「カルチャー代替ヨーグルト」は、rヨーグルト」という   

用語と共に適切な修飾語を使用して名称とすること。選択する修飾語は、正確かつ消  

糞者が誤解しないように、製品を製造する際に選択した特定の乳酸梓首席カルチャー  

によりヨーグルトにもたらされる性質の変化を表すものとすること。性質の変化には、   

「ヨーグルト」と単独で称される製品と比較した時の発酵微生物、代謝産物及び／又   

は官能特性の差異が含まれる。官能特性の差異を表す修飾語の例には「mild」、「tan訂J  

という類の用語がある。「カルチャー代替ヨーグルト」という用語は名称としては適  

切でない。  

上記の特徴的な名称は、（i）本規格の規定に適合し凍結処理された製品、（ii）解凍に   

より妥当な数の特徴的なスターターカルチャーが活性を有する、匝iフローズン製品  

と称され直接消費者に販売される場合のみ、「フローズン」という用語と組合わせて  

使用してよい。  

他のはっ酵乳及び濃縮はっ酵乳は、食品の特性及び同一性について版売国内で間違  

った印象を与えることがない場合には、製品の販売団の国内法蔑で規定されている他  

の様々な名称、又は一般的に使用されている現存名称で呼称してもよい。  

7．1．2 発酵後加熱処理したはっ酵乳から得られる製品は、「加熱処理はっ酵乳」と称す   

ること。消費者がこの名称により誤解する場合は、販売国の国内法規で許可されてい   

る名称としてよい。この種の法規が存在しない、又は他の一般的に使用されている名   

称が存在しない国では「加熱処理はっ酵乳」と称すること。  

7・1．3 フレーバードはっ酵乳の名称には、添加された主要な賦春用物質又は香料の名称  

を組み入れること。  

7．1．4 栄養性炭水化物甘味料のみ添加したはっ酵乳は、r甘味付与00」と表示してよ  

く、00の部分は第7．1．1項に従って「はっ酵乳」又は他の名称と置き換える。砂糖   

の部分的または全部の代用として非栄養性甘味料を添加した場合臥製品の名称の近  

くに「～で甘味付与」又は「加糖及び～で甘味付与」と記載し、～の部分に合成甘味  

料の名称を入れること。  

7・1・5 本税格の適用を受ける名称は、他の食品の一成分として使用され、かつ成分の特   

徴が消費者が誤解をしないよう適切に維持されている場合、他の食品の名称、ラベル、   

商業用文書及び広告に使用することができる。  

7．2 乳脂肪含量の明記  

省略することにより消費者が誤解するおそれがある場合、乳脂肪含量は．販売国内   

で最終哨糞者に受け入れられる（i）重畳パーセント又は容量／トセント、又は（ii）サー  
ビング数が示されている場合はサービング当たりのグラム数のいずれかの方法で明記  

すること。  

7．3 非小売用容器の表示  

本規格箱7項及び包装食品表示一般規格の第4．1項～第4．8項で要求されている情   

報、及び必要ならば保存に関する指示軋容器上もしくは添付説明書に記載すること。   

ただし、製品の名称、ロット識別、製造業音叉は包装業者の名前と所在地は容器上に   

記載すること。ロット識別、製造業音叉は包装業者の名前と所在地は、添付説明書に  
親したとき、その記号が明らかに鼓別可能な場合、識別記号に代えてもよい。   

8，分析法及びサンプリング法  

食品規格集Volume13を参照のこと。  
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山羊生産の現状と今後の方向  

平成21年8月19日  

全国山羊ネットワーク  

代表 今井 明夫  

1 山羊乳の生産販売の現状と拡大の可能性  

・現状では山羊乳の加工品の製造販売が中心で、殺菌山羊乳の販売は数社にす   

ぎないが、乳質基準の改正によって殺菌山羊乳の販売が容易になれば、特用   

ミルクとしての需要があるので販路は大幅に拡大するものと思われる。  

・コメの消費減少と価格の低下、獣害、高齢化による労力の不足などから、山   

間地の農業は衰退しているが、山羊による地域おこしの試みが全国各地で始   

まっている。  

・耕作放棄地や山間地棚田の保全管理に山羊を飼育する要望が増えているので、   

そうした地域では山羊の購入費や飼育経費を山羊乳の販売収入でまかなうこ   

とが可能になる。  

・全国の観光牧場等では山羊乳製品を販売するほかに地域特産物として山羊乳   

の販売ができるようになり、収益性の向上に貢献できる。  

2 山羊飼育による地域活性化への取組み事例  

① 北海道十勝清水町：十勝千年の森ランランプアーム、清水町山羊生産組合  

② 新潟県胎内市：地域特産物の製造とセット販売（乳製品、肉製品、ワイン）  

③ 新潟県上越市：ファーストファーム㈱ 山羊牧場と乳製品販売  

④ 富山県立山町：立山あるぺん村 ふれあい山羊牧場と山羊産品の開発  

⑤ 岐阜県関ケ原町：耕作放棄地の解消と地域特産品の開発  

⑥ 福井県池田町：山羊放牧による棚田の保全管理と猪対策、乳製品販売  

3 山羊乳とその加工品販売の事例  

・飲用乳：北海道 乾牧場、岩手県 川徳牧場、宮城県 アルパイン牧場  

栃木県 那須がらがらどん、徳島県 UEDA、  

京都府 るり渓やぎ農園、沖縄県 はごろも牧場、  

鳥取県 大山トムソーヤ牧場  

・ヨーグルト：京都府 るり渓やぎ農園、福井県 GORIファーム、徳島県 UEDA、  

岡山県 ルーラルカプリ農場、茨城県 森のシェープル館  

沖縄県 はごろも牧場、  

・アイスクリーム、ジェラー ト：北海道 乾牧場、栃木県 那須がらがらどん、  

新潟県 ファーストファーム、島根県 朝原やぎ農園、   



鳥取県 大山トムソーヤ牧場、沖縄県 はごろも牧場、  

・チーズ：北海道 ランランファーム、香林農園、茨城県 森のシェープル館  

長野県 風の谷ファーム、延齢草、アトリエ・ド・フロマージュ、  

群馬県 ギャルソンチーズ工房、新潟県 胎内市、  

福井県 GORIファーム、岡山県 ルーラルカプリ農場  

沖縄県 はごろも牧場、  

・バター ：新潟県 ファーストファーム、  

・ミルクバウダー：岩手県 川徳牧場、  

・菓子、パン：徳島県 UEDA、京都府 るり渓やぎ農園、やぎのたまご、  

島根県 朝原やぎファーム、岡山県 ルーラルカプリ農場  

4 人の健康栄養面での山羊乳の価値について  

・山羊乳は脂肪球が′J、さくホモジナイズしなくても飲用できる。  

・乳たんばく質が消化されやすく、牛乳中に多いα－Slカゼインなどのアレルゲ   

ン物質が山羊乳には少ないので、牛乳でアレルギー症状を起こす人の約75％   

は山車乳を摂取することができるとされている。 したがって、牛乳アレルギ   

ーにより牛乳入り加工品を利用出来ない消費者にとって山羊乳及びその加工   

品は貴重な栄養摂取源のひとぅである。  

・山羊乳は牛乳と同等の栄養成分を有する。   

（五訂日本食品標準成分表）  

栄養成分   普通牛乳   山羊乳   人乳   

エネルギー（kcal）   67．0   63．0   65．0   

たんばく質（g）   3．3   3．1   1．1   

脂  質（g）   3．8   3．6   3．5   

飽和脂肪酸（g）   2．33   2．19   1．25   

レチノール（腫）   38   36   45   

カロテン（〃g）   6   0   12   

ビタミンE（mg）   0．1   0．1   0．4   

カリウム（mg）   150   220   48   

カルシウム（mg）   110   120   27   

マグネシウム（mg）   ’10   12   3   



・山羊乳には生理活性物質であるタウリン（胆汁酸の分泌促進による過剰なコ   

レステロールの排泄作用を持つ）が牛乳の約20倍含まれ、高度不飽和脂肪酸  

である共役リノール酸＝CLA（発がんや動脈硬化を抑え、免疫機能改善作用を  

持つ）も他の家畜の乳より多く含まれているといわれている。  

・前出の五訂日本食品標準成分表では牛乳や山羊乳中のビタミン類の含有量は  

少ないが、最近日本で行われた乳牛の研究では放牧牛の牛乳中にビタミンE  

やβ－カロテンがおおく、さらに乳脂肪中のCLAが多いことが分かった。   

このことは生草を主な飼料とする山羊乳も同様であることが推定される。  

（放牧牛の牛乳中の機能性成分：農林水産研究情報から）  

ビタミンE   β－カロテン  乳脂肪中の  
給餌区分  

〃g／100ml   〃g／100ml   CLA ％   

放 牧   105   15．6   1，41   

舎飼い（サイレージ）   69   8，9   0．39   

舎飼い（配合多給）   45   3．3   0．51   

5 生草給与を主とする搾乳山羊では現行の乳成分率を達成できない。  

・草類は春先の生育が旺盛で、イネ科牧草では出穂期までの草の養分含量は高   

いが、出穂以降は養分含量が低下する。生草給与は摂取養分量の変動が大き   

くなるが、草を短く管理した集約放牧では乳生産性が高い。  

・養分収量の高い時期に刈り取った牧草を乾草に調製して給与すれば乳成分を   

高く維持することもできるが、乾草調製は機械設備や労力を要し、天候にも   

左右され、生産コストが高くなる。  

・放牧は省力的かつ低コストであり、機械作業できない場所も利用できるなど   

メリットが大きいが、前回の部会で説明したように生草給与主体では乳脂肪   

率3．6％、無脂固形分率8．0％を確保することは困難である。  

6 乳成分の季節的変動の要因及び周年繁殖性の付与  

（1）夏期の暑熱の影響  

・暑熱期には家畜自身が体温を調節しようと飼料の採食量を減らすため、乳生   

産に必要な養分が充足されず、乳量及び乳成分率が低下する。  
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・消化がよく栄養価の高い草類を与えることができれば、乳量や乳成分の低下   

はある程度抑えられるが、夏季の草類の栄養価は春の草よりは低いことから  

やはり乳成分率の低下は避けられない。  

（2）周年繁殖遺伝子の導入可能性  

・季節生産性のはっきりしている品種はヨーロッパ原産のザーネン種、アルパ  

イン種、トッケンブルグ種で、日照時間が短くなると発情ホルモンが分泌さ  

れて妊娠できる。  

・これらの品種でも長日期を30月経て、人工短日期を60日経過させれば発情   

を誘引できるという研究結果がある。  

・長野牧場では周年繁殖性のシバ山羊を日本ザーネン種に交配して周年繁殖性   

の交雑種を利用する研究を東京農大と始めている。  

・ホルモン処置による季節外繁殖についての研究も進んでいるが、普及までに   

は至っていない。  

7 山羊の改良の現況（H16．11．4 農政審議会畜産企画部会家畜改良小委）  

・山羊乳については機能性成分（タウリンやCLA）を多く含むという観点から注   

目されている。  

・改良目標は乳量、繁殖性、産肉性に配慮して強健性を付与することである。  

・優良種畜の人工授精技術はほぼ確立しているものの、凍結精液の輸送体制整   

備と技術者の数が不足している。  

・周年繁殖技術の確立が必要であり、長野牧場が始めているザーネン種とシバ   

ヤギの交雑プログラムの中で複数の生産関連形質の評価基準（重み付け）＝   

選抜基準について検討することが必要になる。  

・改良の組織として育種関係者と連携して長野牧場で基礎系統の造成を行い、   

ヤギ改良協議会を構成する民間機関で造成系統の成績をとりながら繁殖・配   

布を行うような仕組みを構築することを望みたい。  

8 山羊肉の新しい需要の開拓  

・山羊乳の生産が拡大した場合、生まれる子山羊は雌雄半々であり、雄山羊を   

肉用に肥育して販売することが山羊生産農家の所得を増加させる手段として   

有効である。  

・沖縄県には伝統的な山羊肉料理（薬膳）があるが、その他の地域では一般的   

ではない。  
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・近年では、生後1年未満の山羊肉を「シェープルミート」の名称で専門の業  

者が取り扱っており、高級食材としてレストランなどで注目を集めつつある。  

・北海道のランランファームでは、3か月令ミルクゴートの特別な需要かあり、  

雄の販売に問題はないという。  

・福井県池田町の後藤牧場では、15か月齢前後の山羊肉を特定業者を通して著  

名レストランに供給している。 （1頭4万円程度）  

9 山羊肉の生産拡大における問題点  

・BSE発生以降、食肉センターの業務に関する規制強化により処理場の設備投資   

や食肉検査員確保など屠場側（食肉センター利用協議会、組合など）の負担   

増となり、煩雑な山羊の屠畜を引き受けないところが多くなっている。  

・沖縄県および鹿児島県奄美大島を除くほぼ九州全域で山羊の屠畜が中止され   

ており、山羊内生産の規模縮小、廃業につながっているので、全国のどこで   

も山羊の屠畜ができるような体制の整備を望みたい。  

・山羊・めん羊の処理ラインを新たに増設することは事実上不可能なので、豚   

ラインにおける山羊処理前後の消毒徹底を図ることで交差汚染を防ぐことが   

出来るものと思われる。  

5   
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平成21年4月8日  

厚生労働大臣 舛添 要一 様  

全国山羊ネットワーク   

代表世話人 今井 明夫   

新潟県三条市楢山229・11  

事務局 鹿児島市東郡元町8－17－401  

中西 良孝気付  

平素から舛添厚生労働大臣にあっては、安全安心な食品行政の推進にお取り組みい  

ただき敬意を表します。   

殺菌山羊乳の乳質基準改正について、以下のとおり要望しますので、格別の御理解  

と特段の御尽力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。   

1 要望内容   

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和26年12月27日厚生省令第52   

号。以下「乳等省令」という。）に定める殺菌山羊乳の乳脂肪分（3．6％以上）およ   

び無脂固形分（8．0％以上）を現状の実態に即した基準に変更していただきますよう   

要望します。  

また、現時点において基準値の引き下げが困難な場合は、別途、乳脂肪分3．6％   

以下および無脂固形分8．0％以下のカテゴリーを新設していただくように要望しま   

す。  

2 要望理由   

乳等省令制定時における「殺菌山羊乳」の乳脂肪分基準の設定根拠が定かでなく、   

牛乳では乳脂肪分基準が3．6▲％から3．0％に緩和されましたが、山羊乳の基準見直し   

革まなされていません。   

近年、消費者が山羊乳の持つ栄養的特性（①脂肪嫌が小さくホモジナイズしなく   

ても消化吸収がよい、②牛乳アレルギー成分がないなど）に注目し、山羊乳が見直   

され、その供給を求められています。   

しかしながら、山羊乳生産者が「山羊乳」として販売する場合に「乳等省令」に   

定める「殺菌山羊乳」の乳脂肪分基準（3．6％以上）および無脂固形分（8．0％以上）   

が障壁となり、「殺菌山羊乳」と表示して販売することができない状況にあります。   

このことから、実際には混じりけのない山羊乳であっても「殺菌山羊乳Jと表示   

できないがために消費者や流通業者等の誤解を招いたり、「殺菌山羊乳」以外の製  

品と明確に区分して販売できない状況にあります。   

乳等省令の基準が見直されることで、適正な表示に基づく流通体制が構築され、   

山羊乳生産者と消費者との望ましい関係を築くことができます。さらには、山羊飼  

養農家の育成や牛乳アレルギーを持つ消費者の健康増進にも寄与するものと期待   



されます。   

3 全国山羊ネットワークについて   

私たち全国山羊ネットワークは、平成10年に全国の山羊関係者により組織し、   

これまで山草の普及啓発に関してさまざまな活動を行っている山羊に関する全国   

規模では唯一の組織です（平成20年現在の会員数：個人384名と14団体）。   

具体的な活動としては、毎年「全国山羊サミット」を開催し、山羊の多面的な利   

活用に関する意見交換と関係者の交流を行うとともに、会報「ヤギの友」を年2回   

発行するほか、ホームページ上で山羊に関する情報交換などの活動を行っています。   

4 山羊飼育の状況   

わが国では、かつて約7p万頭に及ぶ山羊が飼育され、農村地域における国民の   

貴重な栄養供給源として重要な役割を果たしました。昭和40年代以降、農業近代   

化によって牛乳や豚肉の生産が拡大するに従って山羊の飼育頭数は減少しました。   

一方、国外に目を転ずれば、世界的な食料不足を背景にアフリカやアジアを中心   

に小型草食家畜（山羊等）の飼育頭数が増加傾向になっており、牛飼育頭数を上回   

っています。   

わが国においても人の食料と競合することなく豊富な草を利用して乳や肉を生   

産できる山羊の飼育が見直され、また、牛乳アレルギーや山羊乳独特の風味を好む   

消費者などから山羊乳やその乳製品などの安定供給を求められています。   

加えて、耕作放棄地等の解消手法として山羊放牧が試みられたり、学校教育にお   

いて子供たちの情操教育などにも活用されています。  

山羊は、季節繁殖のため秋に妊娠して春に分娩します。また、山野の豊富な草資   

源を利用して自然で良質な乳を生産できることが特徴です。雨が多く、乾草が作り   

にくい日本の気象条件下であっても放牧や刈り取った生草を給与することで「山羊   

乳」を生産できます。  

現状の山羊飼育の多くは、中山間地農業の複合部門としての生産が主体ではあり   

ますが、一部には独立した畜産経営を指向する農業者も増えています。   

近年、有機農業や資源循環型農業の重要性が理解されて来ましたが、そうした環   

境共生型の農業を推進するためにも山羊飼育の普及と山羊乳の生産拡大を図って   

いく必要があると考えます。  

2 . 
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殺菌山羊乳の成分規格改正に関する要望書  

平成21年4月15日  

厚生労働大臣   

舛 添 要 一 様  

東京都文京区湯島3丁目20番9号 

社団法人 畜産技術協会  

会 長 山 下 書 弘   

当協会は、畜産に関する技術の振興や海外技術協力への支援等を主な目的とし、種々  

の事業を実施している特例民法法人でありますが、併せて、めん山羊についても定款に  

「緬羊及び山羊の飼育の普及促進、登録及び改良増殖並びに生産物の処理普及」をその  

業務として掲げ、山羊の振興のための各種の事業を行っている全国団体であります。   

先般来、当協会の山羊関係の構成会員の多くから、厚生労働省で定められている「乳  

及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和26年12月27日厚生省令第52号。以  

下、「乳等省令」。）」の殺菌山羊乳の成分規格のうち、乳脂肪分の数値は高すぎて、生産  

の実態にそぐわないため、生産物をそのまま山羊乳として販売できないので、その改訂  

を要望してほしい旨の強い要請が出されております。   

つきましては、乳等省令の殺菌山羊乳の成分規格から乳脂肪分を削除する、あるいは、  

現行の「3．6％以上」の数値の大幅引き下げ（例えば米国FDAが定めている乳脂肪  

分2．5％以上、無脂乳固形分7．5％以上への引き下げ）を要望します。  

（要望の背景）  

（1）我が国の山羊飼養頭数は、昭和32年には67万頭を数え、山羊乳は、販売目的   

ではなく、自家消費中心に利用されていた。その後、山羊の飼養頭数は、社会情勢   

の変化により大幅に減少し、平成19年には1万5千頭に減少したが、山羊乳は牛   

乳アレルギー疾患者も飲用できるなどの特長があり、健康食晶として安定的な供給   

を望む声があることから、近年、多頭数の山羊を飼養し、産業として山羊乳の生産   

・処理加工・販売を指向する動きが起きている。  

（2）しかしながら、山羊は、給与飼料等の変化や個体差による乳脂肪分等の変動が大   

きく、夏季には乳脂肪分が2％未満となる例があるなど、現行の「殺菌山羊乳」の  

－1－   



成分規格の水準を年間を通じて維持することは、非常に困難である。  

（3）このため、生産者は、山羊乳100％の乳であっても、「殺菌山羊乳」ではなく、   

乳脂肪分等の基準のない「乳飲料」等として販売を行うような状況にある。  

（4）乳等省令の改訂が行われれば、山羊の特色や地域の未利用革資源を活用した山羊   

乳特産品の生産等、地域振興の一助となることも期待される。  

一2－  

．ト   



；葦半里3－4i  

山羊乳に関する現況   

1．－日本における成分規格の現況   

生山羊乳 ：比重（柑℃において）  

酸度纏L酸として）・  

細菌数（直接個体鏡検法で1mL…当たり）   

殺菌山草乳 ：無腐乱固形分  

1．0さ0～1．034  

0．20鴇以下  

400万以下  

a＿鴫以上  

3．6％以上、  

1．030′〉1．034  

、0．20％以下  

50，800以下  

陰性  

乳脂肪分  

比重く15℃において）  

酸度（乳酸として）  

細菌数（凛牢乎板培養法で1mし当たり）  

大腸菌群  
／  

．海外における成分規格の現況（無脂乱国形分、乳脂肪分、比重、酸度に  

限る）  

2．  

（1）米国： 乳脂率乙5％以上、無腸乱国形分7．弼以上  

（2）EUこ コーデックス基準、国際蘭島連盟基準：なし   

B． 牧場などのデータ  

（1）（独）家畜改良センター 長野牧場のデータ（別添1参應）   

平成7年～20年に、個体毎の乳脂率、無脳乳固形分を測定しており、基  

準値3．6％を下回る個体の割合を示している。  

■（2）沖梯県 羽衣牧壌のデ→タ  

平成用年度、角1回．、集合乳を漬曙  

乳脂率（％）  

4月・5月 6月 7月 8月 9月 相月11月 ほ月1月 2月 3月  
2．58 之．201＿72 2．131．85 2＿001．96 2．59 3．35 3．2名 3．之3 3．21  

平均：2．引：土0．62  

無暗乳固形分 く％）  

4月 5月 6月 7月 各月 9月 10月11月・12月1月 2月 3月  
7．83 7．Tl了．32 7．3g 7．46 了＿37 7．39 7．89 8．26 8＿■柑7」了 フ．6g  

平均：了．68±0．31  

（3）るり渓やぎ農園のデータ（別添2参照）  

平鹿20年4月～21年3月、一部期間を除きほぼ毎日、集合乳の比重、  

酸度∴細菌数を測定。  

（4）クロアチア ザグレブ大学獣医学部のデータ  

乳脂率（％）   無脂乳固形分く％）  

アルパイン種1．粥±0．5  7．42±0．45  

ザーネン穣  乙10±0．之3  了＿66±D．85   



03NS13乳量  ◆H16  皿  03NS22乳量  －●－H16  03NSlO乳量   
5  

6  ー、5  ＋H17   エ  

一－－H18   
4  

■純一H19   

3  ・づ←H20   

2 - 

十H18  5                     十H18  4                            一）ヰ・・・H19  4                             一熊・一日19                    一榊H20  3  r‾      －＝20  3                      2  

1  1-- 
1  

0   
0   0   

4月  5月 6月 7月 8月 9月 10月   4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月   4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月  

－←＝16  04NS9乳量  皿6   
04NS3乳量  04NS8乳量   

5  

「一日18    5  －▲－H18  4  －▲－H18   

一H17  

一策－H19   

一難H20   一賄－H20  3  

2  

1-- 1   

1-- 
■   

0   0   0   

4月 5月6月 7月 8月 9月 10月   4月 5月 6月 7月 8月 9月・10月   4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月   

04N514乳量   ◆H16  04NS15乳量   ◆H16  05N510乳量   
6  

「－H18  4  －Jr・H18   

一熊－H19   

一♯・・H20  

ど6        －H17   ＿－H17  墨 

3  1-- 1-- 

0   0   
0   

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月   4月 5月 6月 7月 8月 －9月 10月   4月 5月 6月 7月 8月■ 9月 10月  

1  

J  



辞  03NSlO乳脂率  ◆H16    誤   

6．5  一■－H17   6．5  

廿H18  
5．5  5．5  

一事そ－H19  

4．5  

3．5  

2．5  2．5  

1．5   ＼＼                         一一→一H20   4．5  
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月  4月 5月   

04N53乳脂率  ◆H16  

ニ：；；       ＼ 笥   

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月  4月 5月   

求  04NS14乳脂率  一◆－H16  
55  

■■－H17  

一せ岬H18  

－＊－H19  

、廿㌦〃㌦司  
2．5  モ・三巨云                  3．5  ＼1      3  2 1．5  

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月  4月 5月   

03NS13乳脂率  ＋H16  

T炉H18  

4．5  
－－H20  

覇  
ーH17  辞6．5   －〉キーH19  

10月   4月 三   

一●－・H16  求   

ーH17  
4「  

一鳴r・H18  

■峠－H19  

Z‾H20  

10月  4月 5   

一●－H16  

ーH17   「ヽ   

6月 7月 8月 9月  6月 7月 8月 9月 10月  

04NS8乳脂率  04NS9乳脂率  

6月 7月 8月 9月  月 6月 7月 8月 9月 10月  

04NS15乳脂率  05N510乳脂率  ◆H16  

■■－H17  

6月 7月 8月 9月 10月  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月   
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誤 9  

■   
求  

7  

－H19  ■－ト・H19  
7  

一婦－H20  6  ■←H20   
6  

8  6  

傘5   

⊥呂1  

5 - 
5 - 

4   4 - 4 - 

3   
3   3   

4月  5月 6月 7月 8月 9月 10月   4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月   4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月  
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求 04NS14SNF  ＋H16  求9  

■ ーH17  9  
＋H18   

一＞ト・H19  7  ■爽－H19   一難H19  7  

■繊－H20  6  －H20  ⇒ト・H20  
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5  

S - 
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月   4月  5月 6月 7月 8月 9月10月   4月 5月 6月 7月 8月 9月 10片   

ゴ
、
「
1
M
 
 
 



05NS35乳量  

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月  

・・・ニーこ、∴ 

………．．＿ぺ月  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月  5月 6月 7月 8月 9月 10月   



05NS35乳脂率  一トH16   03NS41乳脂率  ◆H16  
㌔．5  

05NS31乳脂率  一トH16  求  
55 - ポ7．5   

ーH17   ーH17   ＋H17  
5  

「上・・H18  4 ＋H18  
4．5   

一米－H19   
一対一H19  3．5  

4 - 
－・締・・・H20  

3  3．5  

2．5  
3  

2．5  
2  

Z - 

2・5   

1．5   1．5   「▲－H18  6・5                            5．5                                                                     ■洋一H19  

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月   4月  5月 6月 7月 8月 9月 10月   4月  5月 6月 7月 8月 9月 10月  

04NS13乳脂率  ◆H16  求  05NS18乳脂率  ◆H16  求  
5．5   3．5   

＋H17   ■■－H17   

rlr・H18   「←Hlg   
4．5   3 - 

－⇒ヰ・・・H19   ⊥；ヰーH19   

■←H20   ・べ←H20  
3・5 

2．5  2  

⊂n  

1．5   1．5   

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月   4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月   
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94NS5乳量  －＝8   94N56乳量   －＝8  94NSlO乳量  －＝8   

聖7  聖7  聖7  
「■－H9  ナH9   ぜ  

6 一  6  

－｝トHlO   
6  

■←HlO  一光一日lO   

5  ■一洲ト・Hll  5  －♯・・Hll  5  －米一日ll   

4  
一●一日12   

示－，H13   
3  

岬H14   

2 - 

H15   

1-- 

0   」●－H12  4                               ◆H12  4                                                    、ト・rH13  3                    加十≠H13  3     」  
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月   4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月   4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月  

94NS21乳量  －◆一日8  皿  94N525乳量  ◆H8  Ⅲ  94NS28乳量  Ⅲ  ＿●＿H8   
7  

∋7  →－H9  ∋7  －H9  ．－H9   

6  十HlO   
6  十HlO  6  一－HlO   

5  －ケく・・・Hll  5  一事トHll  5  －⇒トHll   

4  
－⇒輯－H12  

－●一日13  

一－－H14   
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0   0   0   
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生乳の測定データ（（有）るり渓やぎ農園）  

（測定期間：2008年4月1日より2009年3月31日）  

処理日付処理量㍑ 比重 酸度（乳酸として）細菌数（万個／ml）  処理日付処理量■㍑ 比重 酸度（乳酸として）細菌数（万個／ml）  
7月25日  53 1．031  0．10％  

7月26日  36 1．030  0．09％  

7月28日  31 1．030  0．09％  

7月29日  31 1．030  0．10％  

7月31日  50 1．031  0．10％   

8月1日 19 1．030  0．10％   

8月2日  27 1．030  0．10％   

8月3日  22 1，030  0．09％   

8月7日  53 1．031  0．08％   

8月8日  20 1．030  0．08％   

8月9日  30 1．031  0．09％  

8月12日  23 1．030  0．10％  

8月14日  50 1．030  0．09％  

8月18日  26 1．031  0．10％  

8月19日  27 1．030  0．09％  

8月21日  51 1．032  0．09％  

8月22日 ざ2 1．031   0．10％  

8月23日  30 1．030  0．10％  

8月24日  46 1．031  0．10％  

8月25日  50 1．032  0．09％  

8月29日  20 1．031  0．10％  

8月30日  31 1．030  0．09％   

9月1日  25 1．031  0．09％   

9月2日  20 1．030  0．09％   

9月4日  40 1．031  0．10％   

9月5日  35 1．030  0．09％   

9月6日  29 1．030  0．09％   

9月7日  39 1．030  0．09％   

9月8日  37 1．031  0，09％   

9月9日  38 1．031  0．11％  

9月11日  38 1．030  0．09％  

9月12日  37 1．030  0．09％  

9月13日  25 1．030  0．08％  

9月14日  37 1．031  0．10％  

9月15日  39 1．031  0．10％  

9月16日  37 1．030  0．09％  

9月18日  37 1．030  0．09％  

9月19日  38 1．030  0．09％  

9月20日  30 1．030  0．09％  

9月21日  35 1．032  0．09％  

9月22日 40 1．031   0．09％  

9月23日  32 1．031  0．09％  

9月25日  35 1．031  0．09％  

9月26日  34 1．030  0．09％  

9月27日  26 1．030  0．09％  

9月28日 11 1．032  0．09％  

9月29日  33 1．032  0．09％  

9月30日  34 1．031  0．09％  

10月2日  37 1．032  0．09％  

10月3日  32 1．030  0．09％  

10月4日  23 1．031  0．09％  

10月6日  26 1．032  0．10％  

10月9日  31 1．032  0．09％  

10月10日  32 1，030  0．10％  

10月11日  20 1，031  0．09％  

4月1日  25 1．033  0．11％  

4月2日  31 1．033  0．11％  

4月3日  44 1，033  0．11％  

4月4日  20 1．032  0．12％  

4月5日  37 1．033  0．12％  

4月7日  20 1．033  0．12％  

4月8日  48 1．033  0．11％  

4月11日  61 1．033  0．11％  

4月12日  27 1．033  0．11％  

4月14日  20 1．033  0．10％  

4月15日  24 1．033  0．11％  

4月18日  63 1．033  0．＝％  

4月25日  57 1．033  0．11％  

4月26日  20 1．032  0．10％  

4月29日  21 1．033  0．10％  

4月30日  27 1．032  0．12％  

5月2日  40 1．032  0．11％  

5月3日  33 1．032  0．12％  

5月5日  21 1．031  0．10％  

5月6日  39 1．032  0．11％  

5月9日  57 1．032  0．11％  

5月10日  26 1．032  0．11％  

5月12日  27 1．033  0．10％  

5月13日  23 1．032  0．10％  

5月16日  82 1．032  0．09％  

5月17日  47 1．031  0．11％  

5月19日  20 1．032  0－11％  

5月20日  24 1．031  0．11％  

5月23日  86 1．031  0．10％  

5月26日  22 1．031  0．11％  

5月27日  20 1．031  0．10％  

5月30日  79 1．032  0．10％  

5月31日  32 1．032  0．11％  

6月2日  21 1．031  0．＝％  

6月3日  33 1．032  0．11％  

6月6日  96 1．032  0．11％  

6月7日  39 1．031  0．10％  

6月9日  20 1．031  0．10％  

6月10日  31 1．031  0．10％  

6月13日  96 1乙032  0．11％  

6月14日  30 1．032  0．10％  

6月16日  71 1．032  0．10％  

6月17日  20 1．031  0．10％  

6月20日  95 1．031  0．10％  

6月21日  34 1．030  0．10％  

6月23日  25 1．031  0．10％  

6月24日  20 1．031  0．10％  

6月27日  74 1．031  0．10％  

6月28日  38 1．031  0．10％  

6月30日  20 1．031  0．10％   

7月1日  35 1．031  0．09％   

7月3日  25 1．031  0．10％   

7月4日  73 1．030  0．09％   

7月5日  30 1．031  0．10％   

7月8日  25 1．030  0．09％  

7月11日  76 1．031  0．10％  

7月14日  25 1．030  0．09％  

7月15日  20 1．030  0．09％  

7月18日  73 1．030  0．09％  

7月19日  28 1．030  0．09％  

7月20日  26 1．030  0．09％  

7月24日  20 1．030  0．09％  
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10月13日  

10月14日  

10月17日  

10月18日  

10月19日  

10月20日  

10月21日  

26  1．032  0．10％  

20  1．033  0．09％  

20  1．032  0．09％  

29  1．032  0．88％  

33  1．032  0．09％  

31 1．032  0．09％  

29  1．032  0．09％  

14  

プr■  



処理日付処理量－㍑ 比重 酸度（乳酸として）細菌数（万個／mり  処理日付処理量‘㍑ 比重 酸度（乳酸として）細菌数（万個／ml）  

1月9日 12 1．033  
1月10日 10 1．033  
1月11日 10 1．034  
1月12日  8 1．033  
1月13日  9 1．033  
1月14日  8 1．033  
1月15日  8  1．033  
1月16日  8 1．033  
1月17日  了 1．033  
1月18日  7 1．034  
1月19日  7  1．034  
1月20日  6 1．034  
1月21日  9 1．032  
1月22日  6 1．034  
1月23日  7 1．033  
1月24日  8 1．034  
1月25日  8 1．034  
1月26日  6 1．033  
1月27日  7 1．033  
1月28日  7 1．034  
1月30日  8 1．031  
1月31日 10 1．033  
2月1日 10 1．034  
3月3日 18 1．034  
3月4日 18 1．034  
3月6日 14 1．034  
3月7日 12 1．033  
3月10日 16 1．034  
3月11日 10 1．032  
3月12日 13 1．033  
3月13日 14 1．032  
3月14日 17 1．033  
3月16日 13 1．033  
3月17日 16 1．033  
3月18日  22 1．034  
3月19日  25 1．033  
3月20日  25 1．033  
3月21日  30 1．033  
3月22日  34 1．033  
3月23日  25 1．034  
3月24日  20 1．033  
3月27日 19 1．033  
3月28日  27 1．033  
3月30日  25 1．033  
3月31日  32 1．033  
1月16日  8 1．033  
1月17日  7 1．033  
1月18日  了 1．034  
1月19日  7 1．034  
1月20日  6 1．034  
1月21日  9 1．032  
1月22日  6 1．034  
1月23日  7 1．033  

1月24日  8 1．034  
1月25日  8 1．034  
1月26日  6 1．033  
1月27日  7 1．033  
1月28日  7 1．034  
1月30日  8 1．031  
1月31日 10 1．033  
2月1日 10 1．034  
3月3日 18 1．034  
3月4日 18 1．034  
3月6日 14 1．034  
3月7日 12 1．033  
3月10日 16 1．034  
3月11日 10 1．032  

10月24日  34 1．032  0．10％  240  

10月25日  23 1．032  0．09％  94  

10月26日  25 1．032  0．09％  83  

10月27日  24 1．032  0．11％  210  

0．11％  320  

0．11％  230  

0．12％  260  

0．13％  320  

0．09％  330  

0．14％  190  

0．11％  340  

0．13％  320  

0．11％  360  

0．11％  290  

0．11％  290  

0．11％  260  

0．12％  320  

0．13％  290  

0．14％  210  

0．11％  240  

0．11％  170  

0．13％  220  

0．11％  210  

0．12％  220  

0．13％  170  

0．13％  190  

0．11％  130  

0．13％  190  

0．10％  200  

0．12％  84  

0．10％  56  

0．11％  66  

0．11％  170  

0．10％  110  

0．10％  150  

0．10％  290  

0．12％  110  

0．13％  了3  

0．11％  68  

0．11％  60  

0．11％  140  

0．10％  210  

0．13％  170  

0．11％  190  

0．11％  310  

0．10％  71  

0．10％  56  

0．11％  110  

0．09％  160  

0．13％  320  

0．11％  360  

0．11％  29D  

O．11％  290  

0．11％  260  

0．12％  320  

0．13％  290  

0．14％  210  

0．11％  240  

0．11％  170  

0．13％  220  

0．11％  210  

0．12％  220  

0．13％  170  

0．13％  190  

0．11％  130  

0．13％  190  

0．10％  200  

0．12％  84  

0．10％  56  

0．11％  66  

0．11％  170   

10月28日  26 1．033  0．11％  

10月31日  柑 1．033  0．10％  

11月1日  27 1．032  0．09％  

11月3日  25 1．032  0．10％  

11月4日  20 1．032  0．09％  

11月6日  27 1．033  0．09％  

11月7日  27 1．033  0．09％  

11月8日  24 1．032  0．09％  

11月10日  21 1．033  0．09％  

11月11日  25 1．033  0．09％  

11月12日  22 1．032  0．10％  

11月13日  27 1．033  0．09％  

11月14日  28 1．032  0．09％  

11月15日  26 1．030  0．10％  

11月17日  26 1．033  0．09％  

11月18日  24 1．032  0．09％  

11月19日  25 1．033  0．D9％  

11月20日  24 1．033  0．09％  

11月21日  20 1．032  0．09％  

11月22日  25 1．033  0．09％  

11月23日  24 1．032  0．09％  

11月24日  22 1．032  0．09％  

11月25日  20 1．032  0．08％  

11月26日  23 1．033  0．09％  

11月27日  22 1．032  0．09％  

11月28日  21 1．032  0．09％  

11月29日  24 1．033  0．09％  

12月1日  20 1．032  0．10％  

12月2日 17 1，032  0．09％  

12月3日  20 1．031  0．09％  

12月4日  24 1．033  0．11％  

12月5日  20 1．033  0，10％  

12月6日  21 1．033  0．10％  

12月8日 19 1．033  0．11％  

12月9日 19 1．033  0．11％  

12月10日  20 1．032  0．10％  

12月11日 18 1．033  0．10％  

12月12日 17 1．032  0．10％  

12月13日 15 1．033  0．09％  

12月14日 14 1．034  0．12％  

12月15日 17 1．033  0．12％  

12月16日 17 1．032  0．12％  

12月17日 17 1．034  0．12％  

12月18日 17 1．034  0．11％  

12月19日 17 1．033  0．11％  

12月20日 17 1．033  0．09％  

12月21日 18 1．033  0．10％  

12月22日 16 1．034  0．12％  

12月23日 17 1．034  0．11％  

12月24日 15 1．033  0．13％  

12月25日 14 1．033  0．13％  

12月28E】 1了 1．034  0．13％  

12月29日 14 1．033  0．11％  

12月30日 14 1．033  0．11％  

12月31日 13 1．034  0．12％   

1月1日 15 1．034  0．12％  

1月2日 13 1．034  0．12％  

1月3日 14 1．033  0．12％  

1月4日 16 1．034  0．12％   

1月5日 12 1．033  0．12％   

1月6日 13 1．033  0．11％   

1月7日 13 1．034  0．11％   

1月8日 10 1．033  0．12％  
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処理日付処理量㍑ 比重 酸度（乳酸として）細菌数（万個／mト）  

3月12日 13  
3月13日 14  
3月14日 17  
3月16日 13  
3月17日 16  
3月18日  22  
3月19日  25  
3月20日  25  
3月21日  30  
3月22日  34  
3月23日  25  
3月24日  20  
3月27日 19  
3月28日  27  
3月30日  25  
3月31日  32  

1．033  0．10％  110  

1．032  0．10％  150  

1．033  0．10％  290  

1．033  0．12％  110  

1．033  0．13％  73  

1．034  0．11％  68  

1．033  0．11％  60  

1．033  0．11％  140  

1．033  0．10％  210  

1．033  0．13％  170  

1．034  0．11％  190  

1．033  0．11％  310  

1．033  0．10％  71  

1．033  0．10％  56  

1．033  0．11％  110  

1．033  0．09％  160  
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資料3－5二  

山羊の乳量、乳質における個体差とそれらに影響を及ぼす要因  

全国山羊ネットワーク世話人 藤田 優  

（独立行政法人家畜改良センター十勝牧場）   

山羊において乳量及び乳質（乳成分）における個休差（変異）は明らかに見られ、その要因とし  

ては遺伝性のものと飼料・栄養的なものの2つが考えられる。以下にこうした要因について概説し、  

今後の山羊の改良や飼養管理を改善していく方向について提言する。   

1．遺伝的要因  

（1）乳量及び乳成分lこ関する遺伝   

山羊において乳量、乳成分について一定の遺伝性があることは既に知られており、表1．のと  

おり各形質の遺伝率は中～高程度の遺伝率（かなり遺伝的な要素がある）であることが分かって  

いる。すなわち乳量や乳成分はこれらに優れる個体を選抜、利用していくことで改良できる形衰で  

ある。  

表1．山羊における乳関連形質の遺伝率  

形 質   遺伝率   

年間泌乳量   0．36一〉0．64   

乳脂率   0．32・・■0．62   

乳タンパク率   0．59   

乳糖率   0．38  

資料rGoat Farming」AFan Mowkn著  

（2）乳量と乳成分の相関   

こうした乳量、乳質の改良については乳牛の世界では非常に情報も多く、世界的な規模で■の能  

力評価や後代検定によってめざましい進展が遂げられている。種牛の選抜については、乳量、乳  

成分だけに止まらず、休型（肢蹄や乳房も含む）についても配慮したNTP（総合指数）に基づき行  

われている。しかし、この指数を算出する中で乳量と乳脂率、乳タン／くク率、SNF（無脂固形分）  

率との相関を見ると表2．のとおり負の相関、空蝉乳タン  

パク率、SNF率が低下、すなわち改悪されてしまうことが分かっている。  

表2．乳量と乳成分率の相関  【参 考】  

－0．4～－0．5  

中程度の相関  

－0．6以上  

高い相関  

形 質   相関係数   

乳 脂 率   －0．43   

乳タンパク率   －0．53   

SNF率   －0．46  

資料「日本ホルスタイン登録協会」  

これは当然のことで乳成分の相当部分を占める水分の増加のスピードと脂肪、タン′くク質、乳  

糖の乳腺内での変換・生産スピードが異なっており、乳量が増加すればそれだけ乳成分の増加  

が追いつかずに薄められてしまい、乳成分率が低下してしまうということである。  

このことは山羊においても当てはまり、すべてというわけではないが相当の個体において乳量の  

多い個体は概して乳成分率が低くなる傾向があり、乳量に個体差があるということが、乳成分率   



に個体差がを生じさせているのだとも言える。  

これを裏付けるデータとして表3．のとおり独立行政法人家膏改良センター長野牧場（以下「長  

野牧場」）における2回搾乳における朝と夕の乳量及び乳脂率を見てもこの関係は明らかであり、  

個体別に見ても全ての個体において搾乳間隔が短い夕乳の乳量は朝乳より少ない一方で、乳脂  

率は夕乳の方が朝乳より高くなっている。  

表3．朝乳と夕乳の乳量、乳成分率の違い  

項 目   乳量   乳脂率   

朝 乳   2．08kg   2．96％   

夕 乳   0．77kg   4．77％   

計   2．85kg   3．40％  

資料「長野牧場（H19：4－11月）J  

（3）品種による乳量、乳成分の差   

乳牛の世界ではホルスタイン種は乳量が多い一方で、ジャージー種は乳量はホルスタイン種  

には及ばないが乳成分率（乳脂率、乳タンパク率等）が高いという品種善があることが広く知られ  

ている。   

山羊においても同様であり、牛のホルスタイン種に相当するザーネン種（国内の乳用山羊はほ  

とんどがこ蜘ながら、亨L成分率がやや低いという特徴が  

あり、一方牛のジャージー種に相当するヌビアン種では乳量ではザーネン種等には劣るが乳成分  

率が高いという特徴がある。これは表4．におけるアメリカにおける2006年の品種別の乳質検査  

結果からも明らかである。  

また、このアメリカの乳質検査結果について過去のデータと比較してみると、ザーネン種では20  

01年には受検頭数7g7頭で、平均乳量854．6kg、乳脂率3．61％、乳タン／くク率3．03％であ  

るの対して、2006年では、乳量が111．1kg増加している一方七乳脂率は0．32ポイント、乳タ  

ンパク率は0．12ポイント低下している。これらのデータからも1．（2）で示した乳量と乳成分率が  

負の相関にあることが分かる。  

表4．アメリカにおける山羊の品種別乳質検査成績（2006年）  

品 種   牧場数  検査山羊   乳 量   乳脂率  乳タンハ○ク率  

頭数   （kg）   （％）   （％）   

ザーネン種   35   983   965．7   3．29   2．91   

トッケンブルグ種   26   297   797．0   3．19   2．74   

ヌビアン種   83   1，202   660．0   4．53   3．58   

（4）我が国における山羊の改良  

我が国における乳用山羊、すなわちザーネン種における改良の推移を見ると」乳量について  

は、、単純に重量や容積を量るだけで情報が得られ、乳成分のように分析の必要がないことから、  

全国レベルで改良が着実に進められてきており、表5．の家畜改良増殖目標のとおり着実に成果  

があがってきているものと考えられる。  

表5．家畜改良増殖目標の推移  

tI   



公表年   目標乳量   

1962   300kg以上   

1969   300kg   

1975   400kg以上   

1980   480kg以上   

1988   520kg   

1996   580kg   

2000   560kg  

国が定めるこの目標において乳量以外に定められているのは泌乳期間や体型のみであり、塾  

硬分に関する目標†卿＼ない。つまり国としては乳量の向上にしか政策誘導してき  

ていないのである。  

この結果、もともと乳量タイプで乳脂率の高くないザ坤  

準吟られてきたことにより全国的に軍L成分率は低下してしまったものと考えられる。   

2．飼料、栄養学的要因  

（1）粗飼料  

遺伝的背景以外にも飼料や栄養／くランスにより乳量や乳成分率が大きく影響を受けることは乳  

牛や山羊をはじめとする反翁動物の世界では知られている。一般的には反翁動物は消化やエネ  

ルギー代謝のメカニズムがヒトやブタといった単胃動物とは異なっており、繊維やデンプンといっ  

た炭水化物は反翁胃内で微生物（原虫や細菌）によって分解され揮発性脂肪酸（VFA）として反  

翁胃から直接吸収し、これらから乳成分を作成しているのである。   

乳脂肪については、乳腺細胞で合成されるが、そのうちの50％は摂取した牧草や乾草といっ  

た繊維分が分解されてできる酢酸や酪酸から合成されるもので、残りは飼料中の脂肪や体脂肪  

が利用されている。  

このため、粗飼料給与量が乳脂率に与える影響は大きく、卿繊  

維分の多い牧草や乾草等の粗覿料鈴与量が少なく、濃厚飼料ばカ、りを給与した場合lこは乳脂肪  

率力帆てし辛ラことが知られている。   

（2）群飼や飼料に対する晴好性の差による摂取飼料の差   

山羊については、まだまだ乳牛のように全国統一的な飼養管理方法や飼料が確保されている  

わけでなく、また乳生産を目的とした比較的規模の大きな農家では個体管理も十分に行われずに  

群飼で飼われ七いることが多い。このことによって、それぞれの山羊の晴好性による飼料の選び  

食いが生じるとともに、乳量が多いが性格が大人しい個体と乳量が少ないが気性が激しい個体と  

の間で摂食量や栄養嘩分率に  

個体差を生じさせているものと考えられる。  

（3）季節的要因   

2（1）のとおり、粗飼料の摂取は乳脂率向上にとって不可欠であるが、夏期にJ卿傾畢  

量が春期岬。この理  

由としては、そもそも活発な代謝活動である「泌乳Jを行うこと自体が熱発生を生じるものであるの  

に加えて、粗飼料の摂取は体熱が多く発生させるために山羊が夏期にはあまり食べたがらないこ   



とがあげられる。この粗飼料が熟発生を起こすというメカニズムは、粗飼料が濃厚飼料に比べて  

消化性が低く、反窃等の消化の過程で活発な消化器官の運動や微生物の活動を必要とし、摂食  

により体内に熟を多く発生させる（熱量増加が大きい）ことによっている。   

3．乳成分基準見直しの必要性   

我が国における山羊の改良については改良増殖目標において乳量のみにスポットを当てて改  

良に取り組んできた結果として乳成分率の低下を招いたものと考えられる。このため平成22年度  

に制定される予定の次期改良増殖目標に乳成分率の向上について何らかの対策を織り込むべき  

であると考えられる。   

しかしながら、産業として採算ベースに乗せるためには乳量を上げることが当面最優先課題で  

あるため、これが乳成分率低下を進めてしまう可能性があることや、既述のとおり負の相関のあ  

る形質を同時に改良していくためには相当数（牛では数十万件）のデータ収集やそれらに基づく  

指数（乳成分率を低下させないよう乳成分に重みをかけたもの）の制定が必要となる。このため、  

短期間での改良を望むことは難しく、現状においてデータ収集やそれらを分析していくだけの産業  

基盤を山羊に望むことは無理である。   

栄養面や夏場の飼養管理技術についても今後大幅に改善していく必要があるが、遺伝的改良  

同様に野草や未利用資源を活用した飼養形態や北海道から沖縄にわたるなど飼養地域が多様  

な山羊飼養について、短期間での改善は難しい状況にある。  

このため、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（いわゆる「乳等省令」）に定められる乳脂  

肪率3．6％以上については長野牧場及びアメリカにおけるデータに基づき実態に沿った数値に  

改正する必要があると考えられ、その場合に以下の数値が参考になるものと考えられる。  

◆長野牧場における年間平均乳脂率  3．4％  

◆アメリカにおける年間平均乳脂率  3．2～3．4％  

◆長野牧場における夏期の乳脂率低減率  ▲8％（対平均乳脂率）  

あえてこれらの数値から考えると、少なくとも乳脂率については2．9～3．1％かそれ以下が妥  

当な数値ではないかと考えられる。SNF率については、栄養学的要因は若干異なるが、乳脂率  

同様に長野牧場の年間平均SNF率が7．06％であり、夏場の低減率が▲6％であることから旦」  

6％以下が妥当だと考えられる。   

【参考】   

アメリカにおける乳成分に関する基準は「乳脂率2．5％以上、SNF率7．5％以上」となってい  

る。その根拠としては、①山羊においては多様な品種が存在することと、②山羊は飼養規模が小  

さいため、牛乳のように乳脂率等の高い／くルクと乳脂率等の低い′くルクを混合することで塾成金  

を調整することが困難である等の理由から、季節変動や農家による差をある程度カバーできる低  

めの基準を設定しているのである。  
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［夏蚕重訂  
＼、＿  

山羊乳における比重及び酸度に係る基準について  

全国山羊ネットワーク世話人 藤田 優  

（独立行政法人家畜改良センター十勝牧場）  

山羊乳の比重及び酸度については乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（以下「乳等省  

令」という。）においてそれぞれ1．030～1．034（150c）及び0．20％以下（乳酸として）として基  

準が定められている。この基準が現状にそぐわないのかどうか、また見直す必要があるのかどう  

かに？いて以下に検討する。   

1．比 重  

（1）測定の目的及び測定方法   

比重が基準として設けられている理由としては「乳に水を混ぜて薄める行為を摘発す勒で  

ある。すなわち準常の乳の比重は非常に安定していて、通常の飼育において基準範囲から外れ  

るということはまずあり得ないのに対して、水（比重1．000）等で薄めたりした場合には比重が下  

がるということを利用して違法行為を発見するというものである。この比重の測定法としては150c  

の乳（他の温度で計測の場合は補正表を利用）を牛乳比重計（浮ひよう式）にて計測する。  

乳等省令における比重の基準  

ホルスタイン種等牛乳   1．028′〉1．034   

ジャージー種牛乳   1．028～1．036   

◆山羊乳   1．030′・■1．034  

このほかの特殊なケースとしては初乳が混ざっていると比重が高くなるということがある。初乳  

の比重は1．060以上とも言われ、分娩後5日以内の初乳の販売は乳等省令（別表）において禁  

じられている。  

し  （2）基準緩和の必要性   

目的に述べたとおり、比重に関する基準については、水により乳を薄める（特殊な例として分娩  

5日以内の初乳を出荷する）といった違法行為を取り締まる目的で定められたものである。  

一般的に乳の比重は組成、特に乳脂量によって変動するが、成分率が比重に与える影響はごく  

わずかであり、また、1頭ごとにデータを採るものではなく、乳業メーカーが農家単位でチェックす  

るという性格のものである。さらに、国内において山羊乳が比重の基準に合わず販売できなかっ  

たという事例もない。  

従って、山羊乳における比重の基準については現状のままで良いものと考えられるが、牛乳に  

比べて基準の範囲が狭いという理由が不明確であることから、下を1．030から牛乳同様の1，0  

28に下げることが望ましい。・  

2．酸度   



（1）測定の目的及び測定方法  

酸度とは乳中の酸（主として乳酸）の量を示すもので、酸度が基準として設けられている理由とし  

ては、乳の保存期間中に細菌により酸（主として乳感）が生産され、酸度が上昇することを利用し  

て「乳の新鮮度を確認するため」と考えられる。この酸度の測定は水酸化ナトリウム（NaOH）との  

中和適定した値で示卜新鮮乳は通常0．15～0・18％と言われる。  

乳等省令における酸度の基準  

ホルスタイン種等牛乳   0．18％以下   

ジャージー種牛乳   0．20％以下   

◆山羊乳   0．20％以下   

（2）基準緩和の必要性  

酸度についてl手回形分含量（タン′くクと無機塩）により影響されると言われるが、その影響はあ  

まり大きくなく、基準の目的で述べたとおり細菌による影響が大きいことから乳の新鮮鹿を確認す  

るための品質管理指標とも考えられる。また、酸度については細菌数とは異なり1頭ごとにデータ  

を採るものではなく、乳業メーカーが農家単位でチェックするという性格のものである。  

さらに今まで山羊乳が酸度の問題で販売できなかったという事例も夏期の保管・輸送状態が悪  

かった場合等原因のはっきりしている場合に限定されているJ  

従って、山羊乳における酸度の基準については現状の牛乳と同レベルのままで良いと考えられ  

る。  

（∴   

■■【－－∴可  



平成21年8月11日  

厚生労働省食品安全部  

基準審査課 御中  

財団法人機能水研究振興財団  

堀田国元  

要 望 書  

生食用鮮魚介類の加工への次亜塩素酸水の使用について   

生食用鮮魚介類の成分規格、加工基準および保存基準に関する省令（食品、添加  

物等の規格基準第一食品D）の、2生食用魚介類の加工基準の（5）において以下  

のように規定されている。すなわち、「（5）（4）の処理を行った鮮魚介類の加エは、その  

処理を行った場所以外の衛生的な場所で行わなければならない。また、その加工に  

当たっては、化学合成品たる添加物（次亜塩素酸ナトリウムを除く。）を使用してはな  

らない。」   

この規定に関連して、次亜塩素酸ナトリウム希釈液と化学的に同類である次亜塩  

素酸水も使用できることを認めてくださるよう要望します。   

次亜塩素酸水は、薄い塩酸または食塩水を含む水溶液を規定の電解装置を用い  

て電気分解することによって生成する次亜塩素酸を主生成分とする酸性の電解水で、  

「人の健康を損なうおそれがない」という薬事・食品衛生審議会答申に基づき、平成  

14年6月に強酸性次亜塩素酸水と微酸性次亜塩素酸水が食品添加物（殺菌料）に  

指定されています（別紙資料添付）。   

次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウム希釈液が同類であることに関する資料を別  

紙として添付いたします。  

ご検討のほどよろしくお願いいたします。  

以上   



次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムの同類性  

に関する資料   



次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムの同類性  

1．生成原理・方法における類似性  

図1に強酸性次亜塩素酸水の生成原理を示した。0．2％以下の食塩水を有隔膜二室型電解槽において電解す  
ると塩化物イオン（Cr）から塩素ガス（Cl2）が生成し、さらにH20と反応して次亜塩素酸（HOCl＝HC10）と塩酸  

（HCりが生成し、強酸性次亜塩素酸水となる。一方、次亜塩素酸ナトリウムは、高濃度（飽和）食塩水を無隔膜  
一室型電解槽において電解することによって生成する。この場合、陽極生成物が陰極生成物（水酸化イオン  

oH一）と反応してアルカリ性となる（水酸化イオンの生成量が水素イオンの生成より多いため）。その結果、陽極  
で生成した次亜塩素酸の大部分は次亜塩素酸イオン（OC卜＝C10－）に変換する（図2参照）。  

陽 極  H20  さrl／202＋ 2H＋  

2Cl一三C12 ＋ 2e‾  
C12（aq）＋H20→HCl＋HOCl   

陰極   H20＋2e‾‾‾‾‾‾－1／2H2＋ OH‾  C12＼  
cl一〆≠ク  

ニ 

＋  
ー  

NaCl  H20          NaCl   
原水  陽極  陰極  

pH  6■8  2・6  11・6  

0RP（V）  0．3  l・15  ‾0－9  

DO（ppm）  7  20・8  1・3  

C12（ppm）  0．5  ～40  0▲1  

陽極 隔膜 陰極  

図1．強酸性次亜塩素酸水の生成原理  

次亜塩素酸（HOCl）の殺菌力は次亜  

塩素酸イオン（OCl‾）より約80倍高い  

といわれている。したがって、次亜塩  

素酸水は、次亜塩素酸の存在比率  

が高いため、次亜塩素酸ナトリウム  

よりも高い殺菌活性を示す（表2）。   

しかしながら、濃度が低いため有  

機物が存在すると容易に活性が低  

下する。これをカバーするには、流水  

で使用することが肝心である。   
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周2．次亜塩素酸（HOC］）の存在比率のpH依存性  

酸性で高く、アルカリ性で低い（OCl‾に変換）  



2．化学的同類性   

表1は次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムを4つの項目について比較したものであるが、このうち化学的  

性状については、両者は酸性かアルカリ性かという存在状態の違いがあるけれども、PHを変化させることによ  

って∪∨スペクトルの吸収極大が変化し、両方とも酸性では230nm付近に、アルカリ性では291～294nmに吸  

収極大が現れる性質を持っている。このことを示したのが図3である。すなわち、次亜塩素酸ナトリウム（A）は  

291～294nmの吸収極大が塩酸を加えていくことによって酸性化していくとだんだん低くなり、代わって230。m付  

近に吸収極大が現れる。一方、次亜塩素酸水（B）では230付近の吸収極大が水酸化ナトリウムを加えていくと  

徐々にこの極大が低くなり、代わって294nm付近に吸収極大が出現する。同じ有効塩素濃度のものを使って実  

験すると両者の吸収スペクトルの変化パターンは全く同じであることが図3のように実証されている。  

表1．次亜塩素酸水と次亜塩素酸トリウムの特徴の比較  

酸性電解水（次亜塩素酸水）  次亜塩素酸ナトリウム  

1）供給・濃度： ユーザーが製造・使用濃度  製品の市販・高濃度   

2）使用＝  希釈せず、新鮮なうちに流水洗浄  希釈して浸置き使用  

有効塩素濃度 20～60ppm（強酸性）  100～10，000ppm  

lO～30ppm（微酸性）  

3）化学的性状  

主生成分  

酸性  アルカリ性  

次亜塩素酸（HC10）＞塩素（Cl2）   次亜塩素酸イオン（C［0－）  

＞＞C10■  ＞HC10  

UVスペクトル 酸性で230nm付近に吸収極大  同左  

アルカリ性で294nmに吸収極大  同左  

4）安全性  

手荒れ  

環境負荷  
トリハロメタン  

少ない  多い  
少ない  多い  
生成なし  生成あリ  
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図3・次亜塩素酸アトリウム（A）と次亜塩素酸水（B）のUV吸収スペクトルのpHによる変化の同一性  

＊Nakagawara，S・etaI＝SpectroscopiccharacterizationandthepHdependenceofbactericidal  

activityoftheaqueouschlorinesorution．AnalyticalSicences14：69l－698（1998）  
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3．次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムの概念的位置関係と抗菌t抗ウイルス活性  

1 10 30  80 100  200  

有効塩素濃度（ppm＝mg／kg）  

図4．次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムの概念的位置関係  

1000  

表2．次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムの抗菌・抗ウイルス活性   

次亜塩素酸水  次亜塩素酸ナトリウム  

（40ppm：HCLO）   （1，000ppm：NaC10）  病原菌・ウイルス  

黄色ブドウ球菌 ∫卸ル加occ〟ざ∂‘〝℃〟ざ  

MRSA（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌；多剤耐性）  

腸管出血性大腸菌 伝c血，止んbco〟0－157H7  

緑膿菌 角e〟血mo〃∂∫∂e明血0∫∂  

サルモネラ菌 SbhTlOne伯Enteritidis  

腸炎ビブリオ菌 伽p∂励em瑚お∽  

その他のグラム陰性病原菌  

セレウス菌 βお肌／ざCe作〟ざ  

結核菌 伽虎∂Cね血加ゎ化〟ゐざ血  

ノEjウイルス（ネコカリシウイルス：FelineCalicivirus）  

ヘルペスウイルス（Herpesvirus）  

インフルエンザウイルス（Influenzavirus）  

◎（＜10秒）  ◎（＜10秒）  

◎  

◎  

◎  

◎  

◎  

◎   

△（3～5分）  

◎  

◎  

◎  

◎  

◎  

◎   

△（3～5分）  

△（～2．5分）  ▲（～30分）  

◎  0  

◎  ◎  

◎  ◎  

や ′ll′   



［重要互司  

厚生労働省医薬局食品保健部基準課による  

酸性電解水の解説  

新しい殺菌料牒劉生電解水  

（社）日本食品衛生協会発行「食と健康」  

平成14年4月号pp．12－17   
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H20→1／20z＋2H＋十2e‾  

2Cl‾－→C12＋2e‾  

Cl2（aq）十鴎0→HClO＋HCl  

H20→OH‾＋1／2ⅠⅠ2  

陽極 隔膜 陸棲  

強酸性電解水   

食塩水を電気分解することにより、陽極において酸素、水素イオンおよ  
び塩素が生成する。生成した塩素が水と反応することにより生じた次亜塩  
素酸と塩酸を主成分とするものが強酸性電解水である。なお、陰極で生成  
した水酸化物イオンは、食塩に由来す寧ナトリウムイオンの存在により水  
酸化ナトリウムを生成する。  

区‖強酸性電解水の製造方法  
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陽極  陰極  

積酸性電解水   

希塩酸の電気分解により、陽極から塩素が発生する。発生した塩素は、  
水と反応し次亜塩素酸と塩酸を生じる。これに、陰極から生じた水酸化物  
イオンを混合したものが微酸性電解水である。  

図2徴酸性電解水の製造方法  

ヽ ヽl′  

ヽヽl′′  

ゆ8 ヽヽ、ノ∵′  微酸性電解水  

国3水中塩素の平衡図   強酸性電解水  
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酸性電解水の規格（寮）  

定義   

本品は、塩酸または食塩水を電気分解することにより得   

られる次亜塩素酸を主成分とする水溶液である。本品に   

は、強酸性電解水（0．2％以下の塩化ナトリウム水溶液を   

有隔膜電解槽内で電気分解して、陽極側から得られる水   

溶液）および微酸性電解水（2～6％塩酸を無隔膜電解槽  

内で電気分解して、祷られる水溶液）がある  

含量 強酸性電解水 本晶は、有効塩素20～60mgノkgを含む  

微酸性電解水 本晶は、有効塩素10～30mgノkgを含む  

性状 本品は、無色の液体で、無臭または塩素のにおいがあ  
る  

確認試験  

（1）本品5：mlに水酸化ナトリウム溶液（1→2β00）1mlおよ   

びヨウ化カリウム就液0．2mlを加えるとき、液は黄色とな   
り、これにデンプン就液0．5mlを加えるとき、液は濃青色   

を呈する  

（2）本品5mlに過マンガン酸カリウム酒液（1→300）0．1ml   

を加え、これに硫酸（1→20）1mlを加えるとき、液の赤   

紫色は退色しない（亜塩素酸塩との区別）  

（3）本品90mlに水酸化ナトリウム酒液（1→5）10mほ加えた   

ものは、波長290～294nmに極大吸収部がある  

純度試験  

（1）液性  強酸性電解水 pH2．7以下  

微酸性電解水 pH5．0－6．5  
（2）蒸発残留物 0．25％以下。本品20．Ogを量り、蒸発した   

後、110℃で2時間乾燥し、その残留物の重量を量る  
定量法   

強酸性電解水  

本品約200gを精密に量り、ヨウ化カリウム2gおよび酢酸  
（1→4）10mtを加え、ただちに密栓して暗所に15分間放置   

し、遊離したヨウ素を0．01moレlチオ硫酸ナトリウム酒液   
で滴定する（指示薬 デンプン試液）。別に空談験を行な   
い補正する   

0・01mo川チオ硫酸ナトリウム溶液1mI＝0．35453mgCI   

微酸性電解水   

本晶約200gを精密に量り、ヨウ化カリウム2gおよび酢酸  

（1→4）10mlを加え、ただちに密栓して暗所に15分間放置   

し、遊離したヨウ素を0．005mo肌チオ硫酸ナトリウム溶液   

で滴定する（指示薬 デンブン試液）。別に空談験を行な   
い補正する  

0・do5mo∽チオ硫酸ナトリウム溶液1mI＝0．け727mgCl  

た
だ
し
、
酸
性
電
解
水
の
な
か
で
は
 
 

次
亜
塩
素
酸
は
お
も
に
分
子
塑
の
形
で
 
 

溶
け
て
い
ま
す
が
、
次
亜
塩
素
酸
ナ
ト
 
 

リ
ウ
ム
水
溶
液
中
で
は
お
も
に
イ
オ
ン
 
 

の
形
で
存
在
し
て
い
ま
す
（
図
3
）
。
 
 
 

分
子
塑
の
方
が
イ
オ
ン
型
の
も
の
よ
 
 

り
も
殺
菌
力
が
強
い
た
め
、
同
じ
有
効
 
 

塩
素
（
注
）
濃
度
の
場
合
で
は
、
酸
性
 
 

電
解
水
は
次
亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
水
 
 

溶
液
よ
り
も
強
い
殺
菌
力
を
示
し
ま
 
 

す
。
 
 
 

通
常
、
次
亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
永
 
 

溶
液
は
一
〇
〇
～
一
一
〇
〇
p
p
m
の
有
 
 

効
塩
素
浪
皮
で
使
用
さ
れ
ま
す
が
、
こ
 
 

れ
に
対
し
、
酸
性
電
解
水
は
一
〇
～
六
 
 

〇
p
p
m
の
濃
度
で
同
等
の
効
果
を
発
 
 

l l ′  
′  

ウタシた引ま影響  

ありません。  
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酸
性
電
解
水
の
安
全
性
を
確
認
す
る
 
 

た
め
に
、
強
健
性
電
解
水
、
微
酸
性
電
 
 

解
水
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
実
験
動
物
 
 

を
用
い
た
経
口
投
与
に
よ
る
毒
性
試
験
 
 

拝
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
 
 

こ
の
よ
う
に
酸
性
電
解
水
は
低
い
有
効
 
 

塩
素
濃
度
で
効
果
を
示
す
た
め
、
塩
素
 
 

臭
が
少
な
い
、
手
荒
れ
を
お
こ
し
に
く
 
 

い
、
野
菜
な
ど
の
食
品
組
織
に
影
響
を
 
 

与
え
に
く
い
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
な
ど
の
 
 

副
生
成
物
が
発
生
し
に
く
く
環
境
へ
の
 
 

影
響
が
少
な
い
な
ど
の
利
点
が
あ
る
と
 
 

さ
れ
て
い
ま
す
。
 
 
 

（
往
）
有
効
塩
素
‥
殺
菌
に
有
効
な
 
 

塩
素
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
塩
素
、
 
 

次
亜
塩
素
酸
、
次
亜
塩
素
酸
イ
 
 

オ
ン
を
合
わ
せ
た
も
の
を
さ
 
 

す
。
 
 

酸
性
電
解
水
の
安
全
性
 
 

や
、
発
が
ん
性
や
催
奇
形
性
な
ど
と
の
 
 

関
連
を
調
べ
る
試
験
で
あ
る
変
異
原
性
 
 

試
験
な
ど
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
 
 

の
結
果
、
強
酸
性
電
解
水
を
動
物
に
飲
 
 

ま
せ
た
試
験
で
は
、
電
解
水
が
接
触
し
 
 

た
口
や
胃
な
ど
の
粘
膜
組
成
に
軽
度
の
 
 

変
化
が
認
め
ら
れ
た
場
合
が
あ
り
ま
し
 
 

た
が
、
こ
れ
は
聞
が
低
い
こ
と
に
よ
る
 
 

刺
激
性
の
変
化
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
 
 

す
。
そ
の
ほ
か
に
は
、
強
酸
性
電
解
水
、
 
 

微
酸
性
電
解
水
と
も
に
、
問
題
と
な
る
 
 

よ
う
な
試
験
成
績
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
 
せ
ん
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
試
験
成
績
に
加
え
、
酸
性
 
 

電
解
水
は
殺
菌
後
に
食
品
を
永
で
洗
い
 
 

流
す
な
ど
の
処
理
を
行
な
ゝ
2
．
し
と
に
よ
 
 

り
、
食
品
中
に
は
ほ
と
ん
ど
残
ら
な
い
 
 

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
酸
性
電
解
 
 

水
で
殺
菌
を
行
な
っ
た
食
品
の
安
全
性
 
 

に
つ
い
て
は
問
題
な
い
も
の
と
考
え
ら
 
 

れ
ま
す
。
 
 

【
特
苧
・
・
・
由
 
 

新
仏
殺
菌
料
・
酸
性
電
解
水
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ー
規
格
に
つ
い
て
 
 
 

酸
性
電
解
水
に
は
、
表
の
よ
う
な
食
 
 

品
添
加
物
と
し
て
の
規
格
が
設
定
さ
れ
 
 

る
予
定
で
す
。
 
 
 

規
格
が
設
定
さ
れ
て
い
る
食
品
添
加
 
 

物
に
つ
い
て
は
、
定
め
ら
れ
た
親
格
に
 
 

適
合
す
る
よ
う
に
製
品
を
製
造
す
る
必
 
 

酸
性
電
解
水
の
規
格
基
準
 
 要
が
あ
り
ま
す
。
規
格
は
、
食
品
添
加
 
 

物
の
安
全
性
や
有
効
性
の
デ
ー
タ
を
慎
 
 

重
に
評
価
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
を
担
 
 

保
で
き
る
範
囲
内
で
設
定
さ
れ
て
お
 
 

り
、
食
品
添
加
物
の
品
質
を
確
保
す
る
 
 

う
え
で
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
 
 

て
い
ま
す
。
 
 
 

特
に
、
酸
性
電
解
水
は
ほ
か
の
食
品
 
 

添
加
物
と
は
異
な
り
、
添
加
物
そ
の
も
 
 

ヱ
使
用
基
準
に
つ
い
て
 
 
 

酸
性
電
解
水
は
、
使
用
し
た
後
に
水
 
 

で
洗
い
流
す
処
理
な
ど
を
行
な
う
こ
と
 
 

か
ら
食
品
に
は
ほ
と
ん
ど
残
留
せ
ず
、
 
 

体
内
に
は
取
り
込
ま
れ
な
い
こ
と
か
 
 

ら
、
食
品
添
加
物
の
使
用
基
準
と
し
て
、
 
 

使
用
対
象
食
品
や
最
大
使
用
量
な
ど
は
 
 

特
に
規
定
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
 
 

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
酸
性
電
解
水
が
体
 
 

内
に
取
り
込
ま
れ
な
い
こ
と
を
よ
り
担
 
 

保
す
る
た
め
に
、
「
最
終
食
品
の
完
成
 
 

前
に
除
去
す
る
こ
と
」
と
い
う
基
準
を
 
 

設
定
す
る
予
定
と
し
て
い
ま
す
。
 
 
 

こ
こ
で
い
、
2
最
終
食
品
と
は
、
食
べ
 
 

ら
れ
る
状
態
の
食
品
の
こ
と
で
あ
り
、
 
 

の
で
は
な
く
、
製
造
襲
置
が
流
通
す
る
 
 

と
い
う
特
殊
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
電
 
 

解
槽
の
隔
膜
の
有
無
や
原
料
物
質
を
定
 
 

義
に
含
め
る
な
ど
、
製
造
段
階
に
ま
で
 
 

お
よ
ん
だ
規
格
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
 
 

す
。
 
 

酸
性
電
解
水
を
使
用
す
る
場
合
に
 
 

は
、
以
下
の
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
 
 

り
ま
す
。
 
 

①
 
酸
性
電
解
水
は
、
食
品
添
加
物
そ
 
 
 

の
も
の
で
は
な
く
、
製
造
装
置
が
流
 
 
 

通
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
 
 
 

め
、
い
つ
も
規
格
に
あ
っ
た
安
全
で
 
 
 

効
果
の
あ
る
酸
性
電
解
水
が
つ
く
ら
 
 

れ
る
よ
う
に
、
定
期
的
に
製
造
装
置
 
 
 

の
保
守
点
検
を
行
な
う
こ
と
が
必
要
 
 

「
最
終
食
品
の
完
成
前
に
除
去
す
る
こ
 
 

と
」
と
は
、
殺
菌
後
の
食
品
を
よ
く
水
 
 

洗
い
す
る
な
ど
し
て
、
食
品
中
に
酸
性
 
 

電
解
水
が
残
ら
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
 
 

う
意
味
で
す
。
 
 
 

酸
性
電
解
永
が
食
品
中
に
管
し
て
 
 

い
る
か
ど
う
か
は
、
食
品
中
の
有
効
塩
 
 

素
濃
度
を
測
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
検
 
 

査
す
る
予
定
と
し
て
い
ま
す
。
 
 

使
用
上
の
留
意
点
 
 

．l   



で
す
。
ま
た
、
毎
日
の
使
用
の
前
に
 
 
 

も
、
試
験
紙
な
ど
に
よ
っ
て
有
効
塩
 
 
 

素
濃
度
と
鱒
を
測
定
し
、
親
格
の
範
 
 
 

囲
内
で
あ
る
こ
と
を
必
ず
確
認
し
て
 
 
 

く
だ
さ
い
。
親
格
低
か
ら
は
ず
れ
て
 
 
 

い
る
場
合
は
使
用
せ
ず
、
製
造
装
置
 
 
 

の
点
検
を
受
け
る
よ
う
に
し
て
く
だ
 
 
 

さ
い
。
 
 

②
 
酸
性
電
解
水
は
放
置
し
て
お
く
と
 
 
 

有
効
塩
素
が
し
だ
い
に
消
失
し
て
い
 
 
 

き
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
酸
性
電
解
 
 
 

水
は
保
存
使
用
は
で
き
ま
せ
ん
の
 
 
 

で
、
製
造
装
置
か
ら
採
取
復
す
ぐ
に
 
 
 

使
用
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
8
 
 

③
有
効
塩
素
は
泥
や
血
清
、
有
機
物
 
 

な
ど
に
触
れ
た
場
合
も
す
ぐ
に
消
失
 
 
 

し
て
し
ま
い
ま
す
。
特
に
酸
性
電
解
 
 

水
中
の
有
効
塩
素
濃
度
は
低
く
消
失
 
 

し
ゃ
す
い
の
で
、
使
用
す
る
前
に
は
、
 
 

必
ず
食
品
に
つ
い
て
い
る
汚
れ
な
ど
 
 
 酸

性
電
解
水
の
性
質
な
ど
に
つ
い
て
 
 

ご
理
解
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
適
切
な
 
 

使
用
を
行
な
う
こ
と
に
よ
り
食
品
衛
生
 
 

の
さ
ら
な
る
向
上
に
つ
な
が
れ
ば
幸
い
 
 

で
す
。
 
 

を
水
で
よ
く
洗
い
流
し
て
く
だ
さ
 
 
 

い
。
ま
た
、
使
用
中
も
有
効
塩
素
は
 
 
 

し
だ
い
に
消
失
し
て
い
き
ま
す
の
 
 
 

で
、
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
（
流
水
）
処
 
 
 

理
な
ど
に
よ
り
殺
菌
を
行
な
っ
て
く
 
 
 

だ
さ
い
。
 
 

④
 
酸
性
電
解
水
で
殺
菌
し
た
後
は
、
 
 
 

食
品
を
よ
く
水
洗
い
し
て
く
だ
さ
い
。
 
 

お
わ
り
に
 
 

厚
生
労
働
省
医
薬
局
 
 

食
品
保
健
部
基
準
課
添
加
物
係
 
 

【
特
筆
…
⑳
 
 

新
仏
殺
菌
料
・
酸
性
電
解
水
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次亜塩素酸水の食品添加物指定に関連する資料   



食品添加物指定酸性電解水（「次亜塩素酸水」）の要点   

官報第337名号（平成14年6月10日）：厚生労働省令第75号・告示第212号   

厚生労働省医薬局食品保健部基準課長通知（食基発第0610001号）等参照  

1・名 称： 次重塩素酸水HypochlorousAcidWater  

2・定 義： 塩酸または食塩水を電解することにより得られる、次亜塩素酸を主成分とする水溶液．  
強酸性次亜塩素酸水と微酸性次亜塩素酸水とがある．  

強酸性次亜塩素酸水：0．2％以下のNaCl水溶液を有隔膜電解槽内で電解して陽極側から生成  
概観性次亜塩素酸水：2－6％塩酸を無隔膜電解槽内で電解して生成．  

＊NaClも塩酸も飲用適の水七希釈すること．  

3．親・格： 下表参照  

4・安全性‥  人の健康を損なうおそれはないことから・食品添加物として指定することは差し支えをい  

厚生労働大臣（坂口カ）宛薬事・食品衛生審議会会長（内山充）答申  

（菜食審第0327004号 平成14年3月27日）  

5．使用基準：l）使用前に、PH、有効塩素濃度などを確認すること．  
2）予め飲用適の水で食品の汚れを洗浄除去した後、使用すること．  
3）使用後は、食品を飲用適の水で十分に洗浄すること．  
4）生成装置の作動中は十分な換気を行うこと．（微量の塩素ガスと水素ガスの発生）  
5）食品調理施設等の衛生管理に使用する際には、「大量調理施設衛生管理マニュアル  

（平成9年3月24日衛食第85号厚生省生活衛生局長通知）などに従うこと．  

6．生成装置  
電 極：  

その他：  

耐用性：  

＊使 用：   

7．その他：  

白金、チタン等の電極部分が溶出しないものであること．  
電解槽、貯水タンク、ホース、ポンプなどの電解水に接触する部分は、規格基準く昭和34  
年厚生省告示第370号）中幕3器具及び容器包装に定める規格に適するもの．  
品質及び性能が安定し、長時間の使用に耐え得ることが確認されているものであり、  
さらに定期的にメンテナンスが行われているものであること．  
次亜塩素酸水を自家消費にて使用する営業者は、添加物製造業の許可等は必要とない．   

次亜塩素酸水そのものは流通しない．  

強酸性次亜塩素酸永  一 徹酸性次亜塩素酸水  

（強酸性電解水）  （徴酸性電解水〉  

被電解水  

電気分解槽  

電解生成液  

有効塩素濃度  

pH  
生成化学種   

（分子量）  

用途  

既認可用途－  

希塩酸P～6％）  

無隔膜電解培   

10～30mg耽g  

5．0・－6．5  

同左  

同左   

殺菌料  

特になし  

0．2％以下のNaCl  

有隔膜電解槽   

20一｝60mg耽g  

2、7以下（2．2～2．7）●  

HClO、H＋、ClO‘  

（52・47、l．01、51．45）   

殺菌料  

手指・内視癒の洗浄消毒  

＊（財）機能水研究振興財団発行「電解水ガイド（200り」参照  
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報  第3378・号  1  平成14年6・月lO日 月曜日  

○
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
五
号
 

食
品
庫
生
法
（
昭
和
こ
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
二
幸
）
 
 

第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
 
 

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
．
 
 
 

平
成
十
四
年
六
月
十
日
 
 

厚
生
労
働
大
層
 
華
口
 
力
 
 

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
 
 
 

食
品
衛
生
法
施
行
趨
則
（
昭
和
二
十
三
串
原
生
省
令
第
 
 

二
十
三
苫
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 
 
 

別
表
第
二
中
夢
二
百
三
十
八
号
を
第
三
百
三
十
九
号
と
 
 

し
、
第
百
二
十
五
号
か
ら
第
三
百
二
手
七
号
ま
で
を
一
号
 
 

ず
つ
繰
り
下
げ
、
実
習
二
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
 
 

え
る
．
 
 
 

盲
二
十
五
 
次
玉
堤
乗
車
水
 
 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
 
 

〔
省
 
 
令
〕
 
 
 

0
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
．
の
一
部
を
改
正
す
 
 
 

る
省
令
（
厚
生
労
働
七
五
）
 
 

○
容
器
保
安
競
則
の
l
瓢
を
改
正
す
る
省
令
 
 
 

（
経
済
産
業
八
田
）
．
 
 

榊
空
喧
嘩
冠
吐
耶
朋
紳
輔
轍
諾
顎
耶
…
 
 

省
 
 

令
 
 

財務省印刷局発行  

平成14年6月10日 月曜日  官  報  第3378号  

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
十
二
号
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0・005mol／1チオ硫酸ナトリウム溶液 0．1mol／1チオ硫酸ナトリウム溶液に新たに煮沸し冷却した   

水を加えて加偉容量に薄め、0．1mol／lチオ硫酸ナトリウム溶液に準じて用時梓定する。   

艦N胎長春e鼻白喧虫要臆・墜牡哺乳郎喘e好Q＝‖閥璧董Q皿e喜巳餐（＝Ⅲ脚扇涙昭○  

次亜塩素酸水  

HypochlorousAcidWater  
定 義 本品は、塩酸又昼食塩水を電解することにより得られる、次亜塩素酸を主成分とする水溶   

液である・本品に払頚酸性次董塩素酸水（0．2％以下の塩化ナトリウム水溶液を有痛演電解槽（隔  

痕で煽てられた陽極及び陰極により構成されたものをいう。）内で電解して、陽極側から得られる水   

溶液をいう。）及び微酸性次亜塩素酸水（2～6％塩酸を無隔膜電解槽（隔膜で隔てられていない焼   

塩及び陰極で構成されたものをいう．）内で電解して得られる水溶液をいう．）がある。  

含 量 強酸性次亜塩素酸水 本晶は、有効塩素20～60皿g／短を含む。   

赦乾性次亜塩素酸水 本品は、有効壇素10～30堀／短を含む。  

性 状 本品は、無色の液体で、においがないか又はわずかに塩素のにおいがある。  

確認試験 山 本品5血に水酸化ナトリウム溶液（1→2，500）1ml及びヨウ化カリウム試液0．2mほ   

加えるとき、液は、黄色を呈する。更にデンプン試液0．5血を加えるとき、■液は、浪青色を呈す  

る。   

物 本品5嘘に過マンガン酸かノウム溶液（．1→300）0．1mlを加え、これに硫酸（1→20）1mlを  

加えるとき、蔽の赤紫色は退色しない。  

（3）本品90m‖こ水酸化ナトリウム溶液（ト→5）10血を加えた液は、波長290～294nmに極大吸収部  

がある。  

純度試験（1）披性 強酸性次亜壇素酸水 pH2．7以下  

徽酸性次登壇素敵水 pH5．¢～G．5  

（2）蒸発残留物 0．25％以下 

本品20二0岳を直り、蒸発した後、110℃で2時間乾燥し、その残留物の重畳を量る．  

定量法 U 故酸性次亜塩素酸水．本品約2POgを精密に量り、ヨウ化かノウム2g及び酢酸（1→  

4）10mlを加え、直ちに密栓して暗所に15分間放置し、遊戯したヨウ素を0．01moI／1チオ硫蕨  

ナトリウム溶液で所定する（指示薬 デンプン試液）．別に空試故を行い補正する．  

0．01m。1／1チオ硫酸ナトリウム溶液1ml・主0．35453mg（：1 

（2）微酸性次亜塩素酸水 本晶約200gを精密に量り、ヨウ化カリウム2g及び酢酸（1→4）10ml   

を加え、直ちに密栓して暗所に15分間放置し，遊離したヨウ素を0．qO5mol／1チオ硫酸ナトリウ  

ム溶液で菌定する（指示薬 デンプン試液）。別に空試験を行い補正する．  

8．005mol／1チオ硫摩ナトリウム溶液1ml＝0．17727mg CI   

拭N態局番e童h堪曙糊計e惇馴巾l磁曇怒e田e喜出馬elⅢ由良k時○  
次亜塩素酸水   

次亜塩素酸水は、最終食品の完成前に除去レなければならない。  
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食発第0610003号  
平成14年6月10日  

厚生労働省医薬局食品保健部  

食品衛生捷施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等  

の規格基準の一部を改正する件について  

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令（車成14度厚生労働省令第75号）及  

び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示（平成14年厚生労働省告示第  

212号）が本日付け公布、施行され、これにより食品衛生法施行規則（昭和23年厚生  
省令第23号。以下「省令」という。）及び食品、添加物等の規格基準（昭和34年12月  

厚生省告示第370号。以下「告示」という。）の一部が改正されたので、下記の事項に  

留意の上、その連用に遺憾のなきよう取り計られたい。  

記  

第1 改正の要旨   

1 省令関係  

食品衛生法（昭和22年法律第233号。以下「法」という。）第6粂わ   

規定に基づき、省令別表第2が改正され、添加物として次亜塩素酸水が指  

定されたこと。  

2 告示関係  

（1）法第7粂第1項の規定に基づき、次亜塩素酸水の成分規格及び使用基準  

が設定されたこと。  

（2）法第7粂第1項の規定に基づき、ステアロイル乳酸カルシウムの使用基  

準が改正されたこと。  

第2 施行期日   

省令及び告示のいずれも公布日より施行される。  
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食基発第0610001号  

平成14年6月10日  

各芸憲≡〕  
衛生主管部（局）長 殿  

，，【‾■」‾t■’ヽ 匝裏打㌢  
厚生労働省医薬用食品保健部基準扱  

食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について  

食品衛生法施行規則（昭和23年厚生省令第23号）及び食品、添加物等の規格基  

準（準和34年厚生省告示第370号。以下「規格基準」という。）の一部がそれぞれ平  

成14年6月10日厚生労働省令第75号及び厚生労働省告示第212号をもって改正さ  

れ、その内容については「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添  

加物等の規格基準の一部を改正する件についてJ（平成14年6月10日付け食発第  

0610003号厚生労働省医薬局食品保健部長通知）をもって厚生労働省医薬局食品  

保健部長より各都道府県知事、政令市市長及び特別区区長あて通知されたところで  

あるが、更に下記の点に留意の上、その取扱いに遺撼のなきよう取り計られたい。  

記  

1．次亜塩素酸水について  

（1）次亜塩秦酸永の範囲  

今般、指定された次亜塩素酸水は、食塩水又は希釈した塩酸を生成装置内で   

電解することにより得られる次亜塩素酸を主成分とする酸性の水溶液であり、規格   

基準中第2添加物に規定する定義に合致するものをいう。 

（2）生成装置等に関する留意点  

1）電極は、白金、チタン等の電極部分が溶出しないものであること。  

2）水に接触するその他の部分 く電解槽、貯水タンク、ホース、ポンプ等）   

は、規格基準中第3 器具及び容器包装に定める規格に適合するものであ   

ること。  

3）生成装置は、品質及び性能が安定し、長時間の使用に耐え得ることが確   

認されているものであり、さらに定期的にメ 
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のであること。  

4）被電解物質は、強酸性次亜塩素酸水にあっては食塩（塩化ナトリウム   

99％以上）を飲用適の水に溶解したもの、微酸性次亜塩素酸水にあって   

は塩酸（規格基準中第2 添加物に定める規格に適合するもの）を飲用適   

の水で希釈したものであること。  

（3）次亜塩素酸水の使用上の留意点  

1）使用前にpH、有効塩素濃度等を確認すること。  

2）有機物等の存在‾Fでは殺菌力が低下することが報告されていることから、   

あらかじめ飲用適の水で食品の汚れを洗浄除去した後、次亜塩素酸水を使   

用すること。  

3）使用後は、食品を飲用適の水で十分に洗浄すること。  

4）次亜塩素酸水の生成時には、微量の塩素ガス及び水素ガスが発生するこ   

とから、生成装置の作動中は十分な換気を行うこと。   

5）上記の他、食品調理施設等における衛生管理の一環として次亜塩素酸水   

を使用する際には、「大規模食中毒対策等について」（平成9年3月24日   
付け衛食第85号厚生省生活衛生局長通知）別添に示された「大量調理施   

設密生管理マニュアルJを準用するなど、適切な方法で使用すること。  

（4）その他  

1）次亜塩素酸水の使用基準にいう「次亜塩素酸水は、最終食品の完成前に   

除去しなければならない。」とは、有効塩素が最終食品に残留しないよう十   

分に水洗等を行う主旨であるが、水道水等にも有効塩素が含まれることか   

ら、当該使用基準に係る指導等に際しては、各地域における水道永中の有   

効塩素濃度を考慮する等、適切な対応を図られたい。  
なお、・測定に際しては「食品中の食品添加物分析法について」（平嘩   

12年3月30日付け衛化第15号食品化学課長通知）別添「第2版 食   

品中の食品添加物分析法」において参照分析法として示した「次亜塩素酸   

埠類」の方法を適用されたい。  

2）次亜塩素酸水を自家消費にて使用する営業者にあっては、食品衛生法（昭   

和22年法律233号）第21条の規定に基づく添加物製造業の許可等は   

要しないこと。  

ー 6 －  
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酸性電解水に関するパブリック・コメント（平成13年11月22日～12月21日）  

平成14年4月厚生労働省医薬局食品保健部基準課   

1．次亜塩素酸ナトリウム水溶液の殺菌効果は生成する次亜塩素酸の殺菌力に依存しており、実質的には次亜塩素酸は   

食品の殺菌に既に使用されているものである。従って、次亜塩素酸ナトリウムが食品添加物として指定されていること   

をもって、次亜塩素酸も指定されているとみなせるのではないか。  

2．次亜塩素酸を主成分とする水溶液の生成は、次亜塩素酸ナトリウム水溶液に食品添加物の酸を加えてpH調整する等   

の方法によっても可能であるので、酸性電解水のみを食品添加物として指定することは、公平性を欠くことにならないか。  

製法にかかわらず、次亜塩素酸として指定するか、これらt三ついても同様に食品添加物として扱うべきではないか。  

3．pHや有効塩素濃度等が規格から外れる酸牲の電解水については、食品添加物として使用は認められないのか。成分   

規格における定義は電解水の内容を示すものであることから、隔膜の有無や起原物茸等を特定する必要はないのでは   

ないか。これらを限定する理由は何か。  

（当方の考え方）   

添加物指定にあたっては、基本的に流通形態に即して「物」を特定しており、今回も活性の本質ではなく「次亜塩素酸   

水」という液体そのものを指定することとしております。   

さらに、添力粥勿の指定にあたっては、データに基づきその有効性及び安全性が実証される必要がありますがこその他   

の製法によるもの、成分規格外のもの等については、現在のところデータが確認されておりません。製法の相違も含め、   

成分規格外のものを添加物として使用しようとする場合には、規格外部分の有効牲、安全性等のデータに基づき、規格   

の改正を申し出て頂く必要があります。   

なお」r次亜塩素酸水」については、添加物そのものではなく生成装置が主として流通することになることから、成分規   

格に適合する次亜塩素酸水が生成されることを担保するため、基原物質や隔膜の有無等についても成分規格内で特定   

しようとするものです。  

4．使用基準案の「酸性電解水は、最終食品の完成前に除去しなければならない。」とは、次亜塩素酸を除去することを意  

味するのか、あるいは残留塩素を除去することを意味するのか。  

（当方の考え方）   

有効塩素が最終食品に残留しないよう、水洗等により除去するという主旨ですが、水道水等にも有効塩素が含まれて   

いるため、除去処理後も最終食品中に有効塩素が検出される可能性があるなどの問題点が考えられることから、実際の   

検査上の問題点を考慮した上で、当該使用基準案の運用の仕方についてさらに検討を行う予定としています。  

5，酸性電解水の有効塩素濃度の範囲は、殺菌効力と安全性の関係から決められるべきであり、強酸性電解水の方が微  

酸性電解水よりも高く設定する必要はないのではないか。強酸性電解水の現行の有効塩素濃度範囲では塩素ガスが  

発生する危険性がある。  

（当方の考え方）  

強酸性次亜塩素酸水と微酸性次亜塩素酸水間の有効塩素濃度範囲の相違は示されたデータにおける濃度範囲の  

相違によるものであり、それぞれの有効塩素濃度範囲の設定にあたっては、有効性及び安全性を勘案した上で、デ【  

タの範囲内で設定しています。なお、ご指摘の通り、強酸性次亜塩素鰍では微量の塩素ガスや水素ガスが発生する  

可能性がありますが、換気の実施等により対応可能な範囲と考えられますので、その旨を通知等で注意喚起すること  

を検討しております。  

6．次亜塩素酸ナトリウムも酸性電解水と殺菌本体は同じであるので、使用基準として「最終食品の完成前に除去しなけ  

ればならない。」を設定する必要があるのではないか。  

（当方の考え方）  

「次亜塩素酸水」について当該使用基準が設定された場合には、次亜塩素酸ナトリウムについても同様の基準を策  

定する必要性につき検討を行う予定としています。  
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酸性電解水（「次亜塩素酸水」）の食品添加物指定までの経緯  

強電解水企業協議会と森永乳業（株）が申請していた強酸性電解水  

と微酸性電解水（＝従来の弱酸性電解水）に関して厚生大臣から電  

解水の指定について食品添加物調査会へ諮問   

食品衛生調査会毒性・添加物合同部会審議開始   

食品添加物調査会（広瀬雅雄座長）の審議結果  

→「個別に添加物指定の要請がなされた両酸性電解水は、  

本質が同じなので1つの添加物として取扱うことが適当である」   

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・添加物合同部会審議  

（黒川雄二毒性部会長・山崎幹夫添加物部会長）。  

→「酸性電解水の拍定を可とし、食品衛生分科会に上程する」   

パブリックコメント募集（12月21日終了）  

その後、FSG会議（食品輸入円滑化推進会議）への説明、  

Wm通報（世界貿易機関協定に基づく通報）   

mo通報意見提出期限   

薬事・食品衛生審議会（内山充会長）から坂口カ厚生労働大臣  

へ審議結果の答申   

→電解水については、人の健康を損なうおそれはないことから、   

食品添加物として指定することは、差し支えない。   

なお、指定に当たっては、名称を「次亜塩素酸水」とし、別添1の   

とおり使用基準及び成分規格を設定することが適当である。   

→食品添加物の指定及び使用基準改正に関する薬事・食品衛生   

審議会の答申について   

厚生労働大臣（坂口カ）名で食品添加物指定（官報第3378号）  

食品衛生法施行規則の一部改正：胃二十五次亜塩素酸水  

食品衛生法規格基準の一部改正：次亜塩素酸水  

（HypochlorousAcidWater）  

平成12年11月30日   

厚生省発生衛第32g号  

平成12年12月14日  

平成13年10月25日  

平成13年11月6日  

平成13年11月22日  

平成14年3月18日   

平成14年3月27日  

薬食審第0327004号  

医薬馬食晶保健部基準課  

平成14年6月10日   

厚生労働省令75号   

厚生労働省告示第212号  
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参考真夏〔宰  

（社）日本乳業協会からの要望と該当する乳等省令の抜粋  

＜要望事項1＞  

「乳製品」の定義について  

現行乳等省令上の「乳製品」の定義については個別の製品について規定されているが、乳を原  

材料とする食品は、製造技術の進展等により、別添1のとおり乳成分から構成される食品であり  

ながら「乳製品」の定義に当てはまらない製品が製造されている実態があります。   

これらの食品は「乳製品」と表示できず、「乳等を主要原料とする食品」に分類されているため、  

「乳製品（アイスケノーム、調製粉乳、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料を除く）を調合し、加工し、  

又は乳成分のみで構成されるもの若しくはこれらからミネラル等微量成分を除去したもの」につい  

ても「乳製品」の定義に含まれるようにしていただきたい。  

＜乳等省令の抜粋1＞  

第2条  

≪略≫  

12 この省令において「乳製品」とは、クリーム、′くター、／くターオイル、チーズ、濃縮   

ホエイ、アイスクリーム類、濃縮乳、脱脂漉縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、   

加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんばく質濃   

縮ホエイ／くウダー、／くターミルクバウダー、加糖粉乳、調製粉乳、発酵乳、乳酸菌飲料   

（無脂乳固形分3．0％以上を含むものに限る。）及び乳飲料をいう。  

≪略≫  

第7条 乳等は法案19条の規定により表示を行うべき食品とする。ただし、輸出するもの   

にあってはこの限りでない。  

2 前項の表示は、次に掲げる事項を容器包装（容器包装が小売のために包装されている場   

合は、当該包装）を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装又は包装   

の見やすい場所に妃載して行わなければならない。   

三 乳製品  

イ 種類別（チーズにあってはナチュラルチーズ又はプロセスチーズの別、アイスクリ  

ーム類にあってはアイスクリーム、アイスミルク又はラクトアイスの別）並びにク  

リーム、濃縮ホエイ、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんばく質濃縮ホエイ  

パウダー及び乳酸菌飲料にあっては乳製品である旨   

四 乳又は乳製品を主要原料とする食品  

イ 名称又は商品名（乳酸菌飲料にあってはその旨）   



＜要望事項2＞  

「卿規格（比重および酸度）の見直しについて  

成分調整牛乳の酸度並びに低脂肪牛乳及び無脂肪牛乳の比重について、乳等省令に基づき  

適正に処理したものを測定した結果及びこれらの数値から推定した結果、別添2のとおり同省令  

の成分規格に適合しない実態があるので、成分調整牛乳の酸度について現行「0．18％以下」を  

「0．21％以下」に、低脂肪牛乳の比重の上限について現行「1．036」を「1．039」に、無脂肪牛乳の比  

重について現行「1．032－1．038」を「1．030－1．0531」に改めていただきたい。  

＜乳等省令の抜粋2＞  

第2条  

≪略≫  

3 この省令において「牛乳」とは、直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の   

製造若しくは加エの用に供する目的で販売（不特定又は多数の者に対する販売以外の授   

与を含む。以下同じ。）する牛の乳をいう。  

≪略≫  

8 この省令において「成分調整牛乳」とは、生乳から乳脂肪分その他の成分の一部を除   

去したものをいう。  

9 この省令において「低脂肪牛乳」とは、成分調整牛乳であって、乳脂肪分を除去した   

もののうち、無脂肪牛乳以外のものをいう。  

10 この省令において「無脂肪牛乳」とは、成分調整牛乳であって、ほとんどすべての乳   

脂肪分を除去したものをいう。  

≪略≫  

第3条 乳等に閲し、法第9条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合、法案11条第  

1項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準、法第13条第2項（同条第4項及び第  

14条第2項において準用する場合を含む。）に規定する総合衛生管理製造過程の製造又は   

加エの方法及びその衛生管理の方法の基準並びに法第18条第1項に規定する器具若しく   

は容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準については、別表に定めると   

ころによる。  

別表  

二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準  

（ニ）牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳  

の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準   

（1）牛乳  

1 成分規格  

無脂乳固形分 8．0％以上  

乳脂肪分 3．0％以上  
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比重（摂氏15度において）  

ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの以外のもの1．028～1．034  

ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの1．028～1．036  

酸度（乳酸として）  

ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの以外のもの 0．18％以下  

ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの 0．20％以下  

細菌数（模準平板培養法で1mL当たり） 50，000以下  

大腸菌群 陰性   

2 製造の方法の基準  

保持式により摂氏63産で30分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌  

効果を有する方法で加熱殺菌すること。   

3 保存の方法の基準  

a 殺菌後直ちに摂氏10度以下に冷却して保存すること。ただし、常温保存可能  

晶にあっては、この限りでない。  

b 常温保存可能品にあっては、常温を超えない温度で保存すること。  

（2） ≪略≫  

（3）≪略≫  

（4）成分調整牛乳   

1 成分規格  

無脂乱国形分 8．0％以上  

酸度（乳酸として） 0．18％以下  

細菌数（棟準平板培養法で1mL当たり） 50，000以下  

大腸菌群 陰性   

2 製造及び保存の方法の基準  

牛乳の例によること。  

（5）低脂肪牛乳   

1 成分規格  

無脂乳固形分 8．0％以上  

乳脂肪分 0．5％以上1．5％以下  

比重（摂氏15度において）1．030～1．036  

酸度（乳酸として） 0．18％以下  

細菌数（棟準平板培養法で1mL当たり） 50，000以下  

大腸菌群 陰性   

2 製造及び保存の方法の基準  

牛乳の例によること。  
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（6）無脂肪牛乳   

1 成分規格  

無脂乳固形分 8．0％以上  

乳脂肪分 0．5％未満  

比重（摂氏15度において）1．032～1．038  

酸度（乳酸として） 0．柑％以下  

細菌数（横準平板培養法で1mL当たり） 50．000以下  

大腸菌群 陰性   

2 製造及び保存の方法の基準  

牛乳の例によること。  

≪以下略≫   



＜要望事項3＞  

「唄嘩濃嘩軍師ばく質量調整につし＼て  

脱脂粉乳については、たんばく質量の調整のため乳糖及び生乳、牛乳、特別牛乳、成分調整牛  

乳、低脂肪牛乳又は無脂肪牛乳からろ過により得られたものの使用が認められているが、脱脂  

濃縮乳についてはそれらの使用が認められていません。   

流通形態の変化から脱脂粉乳の乾燥前の形態である脱脂濃縮乳の流通が増えてきており、脱  

脂粉乳同様、たんばく質量の調整が必要となってきていることから、脱脂濃縮乳に乳糖及び生乳、  

牛乳、特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳又は無脂肪牛乳からろ過により得られたものによる  

たんばく質量の調整を認めていただきたい。  

＜乳等省令の抜粋3＞  

第2条  

≪略≫  

25 この省令において「脱脂濃縮乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分を除去   

したものを濃縮したものをいう。  

≪略≫  

31この省令において「脱脂粉乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分を除去した   

ものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。  

≪略≫  

第3条 乳等に閲し、法第9条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合、法第11条第  

1項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準、法案13条第2項（同条第4項及び第  

14条第2項において準用する場合を含む。）に規定する総合衛生管理製造過程の製造又は   

加エの方法及びその衛生管理の方法の基準並びに法第18条第1項に規定する器具若しく   

は容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準については、別表に定めると   

ころによる。  

別表  

≪略≫  

二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準  

（五）乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準  

（5）無精練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳並びに  

加糖粉乳にあっては他物（次の表の上欄の区分に従い、同表中欄に掲げる添加物で  

同表下欄に定めるtを超えずに使用されるもの並びに加糖練乳乳、加糖脱脂練乳又  

は加糖粉乳に使用されるしよ糖並びに脱脂抑たんlまく質iの調整のためlこ  

使用される乳糖及び生乳、年乳、特別牛乳、月掛馴旨肪牛乳又は無昭晒  

牛乳からろ過により得られたものを除く。）を使用しないこと。ただし、その種類  

並びに混合割合につき厚生労働大臣の承認を受けた添加物については、この限りで  
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ない。  

≪略≫  
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＜要望事項4＞  

乳飲料の成分規格に乳固形輝こついて  

乳飲料については成分規格として乳固形分の規定はないが、清涼飲料水と区別する必要から  

乳固形分3％以上のものを乳飲料として取り扱っている実態があるのでこれを乳等省令で明確に  

規定していただきたい。  

＜乳等省令の抜粋4＞  

第2条  

≪略≫  

40 この省令において「乳飲料」とは、生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料と   

して製造した食品を主要原料とした飲料であって、第2項から第11項まで及び第13項   

から前項までに掲げるもの以外のものをいう。  

≪第2項から第11項まで及び第13項から第39項までは以下の通り≫  

2 この省令において「生乳」とは、搾取したままの牛の乳をいう。  

3 この省令において「牛乳」とは、直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の製造若しくは加   

エの用に供する目的で販売（不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。）する牛の  

乳をいう。  

4 この省令において「特別牛乳」とは、牛乳であって特別牛乳として販売するものをいう。  

5 この省令において「生山羊乳」とは、搾取したままの山羊乳をいう。  

6 この省令において「殺菌山羊乳」とは、直接飲用に供する目的で販売する山羊乳をいう。  

7 この省令において「生めん羊乳」とは、搾取したままのめん羊乳をいう。  

8 この省令において「成分唄整牛乳」とは、生乳から乳脂肪分その他の成分の一部を除去したものをい   

。  

9 この省令において「低脂肪牛乳」とは、成分調整牛乳であって、乳脂肪分を除去したもののうち、無   

脂肪牛乳以外のものをいう。  

10 この省令において「無脂肪牛乳」とは、成分調整牛乳であって、ほとんどすべての乳脂肪分を除去し   

たものをいう。  

11この省令において「加工乳」とは、生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食   

品を加工したもの（成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。）をいう。  

13 この省令において「クリーム」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分以外の成分を除去したも   

のをいう。  

14 この省令において「／くター」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳から得られた脂肪粒を練圧したものをい   

う。  

15 この省令において「バターオイル」とは、バター又はクリームからほとんどすべての乳脂肪以外の成   

分を除去したものをいう。  

16 この省令において「チーズ」とは、ナチュラルチーズ及びプロセスチーズをいう。  
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17 この省令において「ナチュラルチーズ」とは、次のものをいう。  

（1）乳、バターミルク（／くターを製造する際に生じた脂肪粒以外の部分をいう。以下同じ。）、クリーム又  

はこれらを混合したもののほとんどすべて又は一部のたんばく井を酵素その他の凝固剤により凝周さ  

せた凝乳から乳清の一部を除去したもの又はこれらを熟成したもの  

（2）前号に掲げるもののほか、乳等を原料として、たんばく井の凝固作用を含む製造技術を用いて製造  

したものであって、同号に掲げるものと同様の化学的、物理的及び官能的特性を有するもの  

18 この省令において「プロセスチーズ」とは、ナチュラルチーズを粉砕し、加熱溶融し、乳化したもの   

をいう。  

19 この省令において「濃相ホエイ」とは、乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてで   

きた乳漬を濃縮し、固形状にしたものをいう。  

20 この省令において「アイスクリーム類」とは、乳又はこれらを原料として製造した食品を加エし、又   

は主要原料としたものを凍結させたものであって、乳固形分3．0％以上を含むもの（発酵乳を除く。）を   

いう。  

21この省令において「アイスクリーム」とは、アイスクリーム類であってアイスクリームとして販売す   

るものをいう。  

22 この省令において「アイスミルク」とは、アイスクリーム類であってアイスミルクとして販売するも   

のをいう。  

23 この省令において「ラクトアイス」とは、アイスクリーム類であってラクトアイスとして販売するも   

のをいう。  

24 この省令において「濃縮乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳を濃縮したものをいう。  

25 この省令において「脱脂濃縮乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分を除去したものを濃縮   

したものをいう。  

26 この省令において「無精練乳」とは、濃縮乳であって直接飲用に供する目的で販売するものをいう。  

27 この省令において「無精脱脂練乳」とは、脱胎濃縮乳であって直接飲用に供する目的で販売するもの   

をいう。  

28 この省令において「加糖練乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳にしよ精を加えて濃縮したものをいう。  

29 この省令において「加糖脱脂練乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分を除去したものにしよ   

♯を加えて濃縮したものをいう。  

30 この省令において「全粉乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳からほとんどすべての水分を除去し、粉   

末状にしたものをいう。  

31この省令において「脱脂粉乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分を除去したものからほとん   

どすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。  

32 この省令において「クリーム／くウダー」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分以外の成分を除去   

したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。  

33 この省令において「ホエイパウダー」とは、乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加え   

てできた乳清からほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。   



34 この省令において「たんばく賞濃縮ホエイパウダー」とは、乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若   

しくは酸を加えてできた乳汁の乳♯を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にした   

ものをいう。  

35 この省令において「バターミルク′くウダー」とは、′くターミルクからほとんどすべての水分を除去し、   

粉末状にしたものをいう。  

36 この省令において「加糖粉乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳にしよ糖を加えてほとんどすべての水   

分を除去し、粉末状にしたもの又は全粉乳にしよ精を加えたものをいう。  

37 この省令において「調製粉乳」とは、生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した   

食品を加エし、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え粉末状にしたものをいう。  

38 この省令において「発辞乳」とは、乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等を乳酸菌又は酵   

母で発酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したものをいう。  

39 この省令において「乳酸菌飲料」とは、乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させたものを加エし、又は主要   

原料とした飲料く発酵乳を除く。）をいう。   

≪略≫  

第3条 乳等に関し、法第9条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合、法第11条第  

1項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準、法案13条第2項（同条第4項及び第  

14条第2項において準用する場合を含む。）に規定する総合衛生管理製造過程の製造又は   

加エの方法及びその衛生管理の方法の基準並びに法第相集第1項に規定する器具若しく   

は容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準については、別表に定めると   

ころによる。  

別表  

二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準  

（三）乳製品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準   

（25）乳飲料  

1 成分規格  

細菌数（横準平板培養法で1mL当たり） 30，000以下  

大腸菌群 陰性  

2 製造の方法の基準  

原料は、殺菌の過程において破壊されるものを除き、摂氏62度で30分間加熱  

殺菌する方法又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法により殺菌すること。  

3 保存の方法の基準  

保存性のある容器に入れ、かつ、摂氏120度で4分間加熱殺菌する方法又はこ  

れと同等以上の殺菌効果を有する方法により加熱殺菌したものを除き、牛乳の例  

によること。  

≪略≫  

9   



＜要望事項5＞  

乳岬調製液状乳について  

乳幼児のための食品として、乳等省令では調製粉乳が規定されているが、消費者の利便を考  

慮して調製粉乳と同様に調製液状乳の規定を設けていただきたい。  

この場合、保存の方法の基準として100c以下で流通するものと、常温で流通するものを認めて  

いただきたい。  

＜乳等省令の抜粋5＞  

第2条  

≪略≫  

37 この省令において「調製粉乳」とは、生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料   

として製造した食品を加エし、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え   

粉末状にしたものをいう。  

≪略≫  

第3条 乳等に閲し、法案9条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合、法第11条第  

1項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準、法第13条第2項（同条第4項及び第  

14条第2項において準用する場合を含む。）に規定する総合衛生管理製造過程の製造又は   

加エの方法及びその衛生管理の方法の基準並びに法案18条第1項に規定する器具若しく   

は容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準については、別表に定めると   

ころによる。  

別表  

二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準  

（三）乳製品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準  

≪略≫   

（22）調製粉乳  

成分規格  

乳固形分 50．0％以上  

水分 5．0％以下  

細菌数（標準平板培養法で1g当たり） 50，000以下  

大腸菌群 陰性  

≪略≫  

（五）乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準  

≪略≫   

（6）調製粉乳にあっては乳（生山羊乳、殺菌山羊乳及び生めん羊乳を除く。）又は乳製  

品のほか、その種類及び混合割合につき厚生労働大臣の承認を受けて使用するもの  

以外のものを使用しないこと。  

10  

‾   
、1   



≪略≫  
以上  

11   



……参竺撃き蔓  

（社）全国はっ発酵乳乳酸菌飲料協会からの要望と該当する乳等省令の抜粋  

＜要望事項＞   

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（以下乳等省令という）の別表（三）乳製  

品の成分規格並びに製造及び保存の基準（23）に発酵乳の規格基準が設定されてい  

るが、殺菌タイプ発酵乳は規格化がなされていない。  

一方、国際食品規格（コーデックス規格）には、その適用範囲の中で「発酵乳類とは、  

加熱処理発酵乳、濃縮発酵乳及びこれらの製品からなる複合乳製品をいう」と規定さ  

れ、外国ではすでに市場に流通している。  

＜乳等省令の抜粋＞  

第2条  

≪略≫  

38 この省令において「発酵乳」とは、乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳糖  

を乳酸菌又は酵母で発酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したものをいう。  

≪略≫  

第3条 乳等に関し、法第9条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合、法第11条第  

1項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準、法第13条第2項（同条第4項及び第  

14条第2項において準用する場合を含む。）に規定する総合衛生管理製造過程の製造又   

は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準並びに法第18粂第1項に規定する器具若し   

くは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準については、別表に定める   

ところによる。  

別表  

二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準  

（三）乳製品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準  

（23）発酵乳   

1 成分規格  

無脂乳固形分 8．0％以上  

乳酸菌数又は酵母数（1mIJ当たり）10，000，000以上  

大腸菌群 陰性  

2 製造の方法の基準  

a 発酵乳の原水は、飲用適の水であること。  

b 発酵乳の原料（乳酸菌、酵母、発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。）は摂氏62度で  

30分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌する  

こと。  

≪以下略≫   



全国山羊ネットワーク及び（社）畜産技術協会からの要望と該当する乳等省令の抜粋  

＜要望事項＞   

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（昭和26年12月27日厚生省令第52号。以下「乳   

等省令」という。）に定める殺菌山羊乳の乳脂肪分（3．6％以上）および無脂固形分（8．0％以上）を   

現状の実態に即した基準に変更していただきますよう要望します。  

また、現時点において基準値の引き下げが困難な場合は、別途、乳脂肪分3．6％以下および   

無脂固形分8．0％以下のカテゴリーを新設していただくように要望します。  

＜乳等省令の抜粋＞  

第2条  

≪略≫  

6 この省令において「殺菌山羊乳」とは、直接飲用に供する目的で販売する山羊乳をい  

う。  

≪略≫  

第3条 乳等に関し、法第9条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合、法第11条第  

1項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準、法第13条第2項（同条第4項及び第  

14条第2項において準用する場合を含む。）に規定する総合衛生管理製造過程の製造又   

は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準並びに法第18条第1項に規定する器具若し   

くは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準については、別表に定める   

ところによる。  

別表  

二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準  

（二）牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳   

の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準  

（3）殺菌山羊乳   

1 成分規格  

無脂乳固形分 8．0％以上  

乳脂肪分 3．6％以上  

比重（摂氏15度において） 1．030－1．034  

酸度（乳酸として） 0．20％以下  

細菌数（標準平板培養法で1mL当たり） 50，000以下  

大腸菌群 陰性  

2 製造の方法の基準  

牛乳の例によること。  

3 保存の方法の基準   



殺菌後直ちに摂氏10度以下に冷却して保存すること。  

≪以下略≫   



［憂葦萱匪互  

（財）機能水研究振興財団からの要望と該当する食品・添加物等の規格基準等の抜粋  

＜要望事項＞   

生食用鮮魚介類の成分規格、加工基準および保存基準に関する省令（食品、添加物等の  

規格基準第一食品D）の、2生食用魚介類の加工基準の（5）において以下のように規定さ  

れている。すなわち、「（5）（4）の処理を行った鮮魚介類の加エは、その処理を行った場所以外  

の衛生的な場所で行わなければならない。また、その加工に当たっては、化学合成品たる添  

加物（次亜塩素酸ナトリウムを除く。）を使用してはならない。」  

この規定に関連して、次亜塩素酸ナトリウム希釈液と化学的に同類である次亜塩素酸水も使  

用できることを認めてくださるよう要望します。  

＜食品・添加物等の規格基準等の抜粋＞  

○ 生食用鮮魚介類  

1生食用鮮魚介類（切り身又はむき身にした鮮魚介類（生かきを除く。）であって，生食用  

のもの（凍結させたものを除く。）に限る。以下この項において同じ。）の成分規格  

≪略≫  

2 生食用鮮魚介類の加工基準  

（1）加エに使用する水は，飲用適の水，殺菌した海水又は飲用適の水を使用した人工海  

水を使用しなければならない。  

（2）原料用鮮魚介類は，鮮度が良好なものでなければならない。  

（3）原料用鮮魚介類が凍結されたものである場合は，その解凍は，衛生的な場所で行うか，  

又は清潔な水槽中で飲用適の水，殺菌した海水又は飲用適の水を使用した人工  

海水を用い，十分に換水しながら行わなければならない。  

（4）原料用鮮魚介類は，飲用適の水，殺菌した海水又は飲用適の水を使用した人工海水  

で十分に洗浄し．製品を汚染するおそれのあるものを除去しなければならない。  

（5）（4）の処理を行った鮮魚介類の加工は，その処理を行った場所以外の衛生的な場所  

で行わなければならない。また，その加エに当たっては，化学的合成品たる添加物  

（次亜塩素酸ナトリウムを除く。）を使用してはならない。  

（6）加工に使用する器具は、洗浄及び消毒が容易なものでなければならない。また，その  

使用に当たっては，洗浄した上，消毒しなければならない。   

3 生食用魚羊魚介類の保存基準  

≪略≫   



○ 生食用かき  

1生食用かきの成分規格   

≪略≫  

2 生食用かきの加工基準  

（1）原料用かきは，海水100ml当たり大腸菌群最確数が70以下の海域で採取されたもの  

であるか，又はそれ以外の海域で採取されたものであって100ml当たり大腸菌群最  

確数が70以下の海水又は塩分濃度3％の人工塩水を用い，かつ，当該海水若しく  

は人工塩水を随時換え，又は殺菌しながら浄化したものでなければならない。   

≪略≫  

（2）原料用かきを一時水中で貯蔵する場合は，100ml当たり大腸菌群最確数が70以下の  

海水又は塩分濃度3％の人工塩水を用い，かつ，当該海水若しくは人工塩水を随時  

換え，又は殺菌しながら貯蔵しなければならない。  

（3）原料用かきは，水揚げ後速やかに衛生的な水で十分洗浄しなければならない。  

（4）生食用かきの加工は．衛生的な場所で行わなければならない。また，その加エに当た  

っては，化学的合成品たる添加物（次亜塩素酸ナトリウムを除く。）を使用してはなら  

ない。  

（5）むき身作業に使用する水は，飲用適の水，殺菌した海水又は飲用適の水を使用した人  

工海水を使用しなければならない。  

（6）むき身作業に使用する器具は，洗浄及び殺菌が容易なものでなければならない。また  

その使用に当たっては洗浄した上殺菌しなければならない。  

（7）むき身容器は．洗浄及び殺菌が容易な金属，合成樹脂等でできた不溶透性のもので  

なければならない。またその使用に当たっては，専用とし，かつ，洗浄した上殺菌し  

なければならない。  

（8）むき身は，飲用適の水．殺菌した海水又は飲用適の水を使用した人工海水で十分洗浄  

しなければならない。  

（9）生食用冷凍かきにあっては，加工後速やかに凍結させなければならない。  

（10）生食用かきの加工中に生じたかきがらについては，当該加エを行う場所の衛生を保つ  

ため速やかに他の場所に搬出する等の処理を行わなければならない。  

3 生食用かきの保存基準   

≪略≫   



○冷凍食品  

1冷凍食品（製造し，又は加エした食品（清涼飲料水．食肉製品，鯨肉製品，魚肉ねり製  
品，ゆでだこ及びゆでがにを除く。以下この項において同じ。）及び切り身又はむき身にした  

鮮魚介類（生かきを除く。以下この項において同じ。）を凍結させたものであって，容器包装に  

入れられたものに限る。以下この項において同じ。）の成分規格。  

（1）≪略≫  

（2）≪略≫  

（3）≪略≫  

（4）生食用冷凍鮮魚介類（冷凍食品のうち切り身又はむき身にした鮮魚介類であって，生  

食用のものを凍結させたものをいう。以下この項において同じ。）は，細菌数（生菌数）  

が検体1gにつき100，000以下であり，かつ，大腸菌群が陰性であって，腸炎ビブリオ最  

確数が100以下でなければならない。≪略≫   

2 冷凍食品（生食用冷凍鮮魚介類に限る。）の加工基準  

（1）原料用鮮魚介類は，鮮度が良好なものでなければならない。  

（2）加工に使用する水は，飲用適の水，殺菌した海水又は飲用適の水を使用した人工海  

水を使用しなければならない。  

（3）原料用鮮魚介類が凍結されたものである場合は，その解凍は，衛生的な場所で行うか，  

又は清潔な水槽中で飲用適の水，殺菌した海水又は飲用適の水を使用した人工海  

水を用い，かつ，十分に換水しながら行わなければならない。  

（4）原料用鮮魚介類は，飲用適の水，殺菌した海水又は飲用適の水を使用した人工海水  

で十分に洗浄し，製品を汚染するおそれのあるものを除去しなければならない。  

（5）（4）の処理を行った鮮魚介類の加工は，その処理を行った場所以外の衛生的な場所  

で行わなければならない。また，その加エに当たっては，化学的合成品たる添加物  

（次亜塩素酸ナトリウムを除く。）を使用してはならない。  

（6）加エに使用する器具は，洗浄及び殺菌が容易なものでなければならない。また，その  

使用に当たっては，洗浄した上殺菌しなければならない。  

（7）加工した生食用鮮魚介類は，加工後速やかに凍結させなければならない。   

3 冷凍食品の保存基準  

≪略≫  

3   




